
22．周産期医療ネットワークに関する実態調査の結果について  

平成 20年12月  
雇用均等・児童家庭局  
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本調査は、平成20年10月27日付け通知に基づき、各都道府県の周産期医療ネッ  

トワークの実態等の把握を目的として実施したものである。（調査時点において周産期  

医療ネットワーク未整備2県を含め調査。）  

◎周産期医療ネットワーク関係  

平成20年度の状況について、47の全都道府県担当者からの回答を集計したもの。  

1 周産期医療協議会（20年度実施（予定も含む））  

（1）全都道府県（47自治体）において、周産期医療協議会を設置済み。  

（2）周産期医療協議会の開催回数は、平均1．8回／年。  

2 NICU等の充足状況についての認言  

（1）NICUの充足状況の認識は、「（ほぼ）充足している」が24自治体、「不足し  

ている」が23自治体。  

（2）MFICUの充足状況の認識は、「（ほぼ）充足している」が33自治体、「不足  

している」が12自治体、「把握していない」が2自治体。  
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○全都道府県のうら、周産期医療関係者研修を開催しているのは44自治体。  

4 周産期救急情報システ  r
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 （1）総合・地域周産期母子医療センター等の空床状況等の応需情報を提供するコン  

ピュータシステムを設置しているのは37自治体。うら一般救急システムと連  

携しているのは18自治体。  

（2）応需情報の更新頻度については、「リアルタイムでの更新」が4自治体、「概ね   

1日に2回更新」力服台体、「概ね1日に1回更新」が21自治体、「医療  

機関により異なる」が2自治体、「その他」が2自治体。  
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※「最終的には、送り側と受け側の医師同士の直接の対話（電話）が必要であり、情報   

システムの有用性はきわめて限局的」「受け入れられる医療機関が限られているため、   

システムを利用するより、直接電話で連絡した方が早い」「繁忙な医療機関において、   

応需情報をリアルタイムで入力するのは困難」といった意見もあった。  

周産期医療に係るコーディネーターの配置につい  

（1）全都道府県のうら、ハイリスク妊婦の搬送コーディネーターを配置しているの  

は5自治体。  

（2）全都道府県のうち、ハイリスク新生児の搬送コーディネーターを配置している  

のは2自治体。  

6 管内に複数の総合周産期母子医療センターが指定されている都道府県につい  

○該当する都道府県は14自治体。うら、周産期医療の調整を行う基幹病院を定   

めているのは4自治体。  

他県と  

○県境地域の周産期の搬送体制について、他県と協議の場を持つなど連携を因って   

いるのは12自治体。  

※他県と連携していない自治体における主な理由は、「県外搬送の実績がない（少  

ない：）」「県問では連携していないが、病院間の個別の連携により搬送・受入が  

行われている」などであった。  

助産所との連携について  

○管内に分娩を取扱う助産所が存在するのが39自治体。うら、同産期医療ネット   

ワークに助産所を組み入れているのは、30自治体。  

現状の周産期ネットワークにおける問題点（主なもの）  

○産科、小児科の医師不足や看護師不足により、現状維持の確保に苦慮している。  

○地域の産科の減少により、正常分娩の妊婦までが、総合・地域同産期母子医療セ   

ンターに集中している。  

○周産期医療情報システムにおいて、医師が入力を行っているため、多大な負担を   

かけていることから、入力を行う補助者を置＜など、環境整備が必要。  
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◎総合周産期母子医療センター  

各センターからの回筈を集計したもの。特に言及している項目以外は直近の状況。  

（1） NICUについて  

ア） 病床数（有効回答75センター）  

NICU病床数   6   9   12   15   18  20   21  22以上   

センター数   4  32   19   6   4   6   3   

割合（％）   5．3  42．6  25．3  8．0  5．3  1．3  8．0   4．0   

イ） 病床利用率（有効回答74センター）（※19年度実績）  

病床利用率（％）  一〉70   ～80   ～90   ′、′100   

センター数   2   2   14   56   

割合（％）   2．7   2．7   18．9   75．7   

ウ） 平均入院期間（有効匝害73センター）（※19年度実績）  

平均入院期間（B）   ′｝20   ′〉30   へ′40   ～50   ′、′60   ～70   

センター数   23   32   12   3   2   

割合（％）   31．、5   43．8   16．4   4．1   2．7   1．4   

工） 後方病床数（有効回答75センター）  

後方病床数  ～10   ′・一20   ′｝30   －40  41以上   

センター数   8   30   30   4   3   

割合（％）   10．7   40．0   40．0   5．3   4．0   

（2） MFICUについて  

ア）  病床数（有効回害75センター）  

病床数   3   6   9   10   12   15   

センター数   4   49   15   4   

割合（％）   5．3   65，3   20．0   1．3   1．3   与．3   1．3   

イ）病床利用率（有効回答71センター）（※19年度実績）  

病床利用率（％）  ～50   ′〉60   ～70   ～80   ～90  ′〉100   

センター数   8   6   9   8   23   17   

割合（％）   11．3   8．5   12．6   11．3   32．4   23．9   

指－58   
－280－  



ウ）後方病床数（有効回答71センター）  

数  ～10  ′〉20  ～30  ～40  ～50  51以上  数  24  25  10  8  2  2  ヨ  33．8．  n  35．2  14．1  11．2  2．8  2．8   
（3）搬送受入が出来なかった理由（※19年度実績）   

ア）新生児搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、・42センタニ／  

有効回害70センター  

うち搬送受入が出来なかった理由について回答のあった42センターの理由別  

センター数の割合（複数回筈）  

由   NICU満床  診察可能医師不在   その他   

ー数   41   5   12   

％）   97．6   11．9   28．5   

イ）母体搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、54センター／有効  

回答74センター   

うら搬送受入が出来なかった理由について回答のあった53センターの理由別   

センター数の割合（複数回筈）  

∃   N暮CU満床  MFICU満床  診察可能医師不在   その他   

ー  49   31   12   30   

％  92．5   58．5   22．6   56．6   

センタ  

割合（  

（4）夜間・土日の医師の当直体制   

ア）新生児科（NICU）の当直体制は、医師1人の施設が60センター、医師  

2人以上の施設が15センター（有効回答75センター）  

イ） 産科（MFICU）の当直体制は、   

・MFICU6床以下の53センターのうら、医師1人が37センター、医師  

2人以上が16センター   

・MF：lCU7床以上の22センターのうち、医師1人が6センター、医師2  

人以上が16センター  

（※ 土日の昼間が複数医師での勤務体制であっても、夜間当直カキ医師1人のセン   

ターについては、医師1人当直として集計。）  
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（5）救命救急センターの指定を受けているセンターは、53センター／有効回答75  

センター  

※ 救命救急センターの指定を受けていない22センターについては、   

ア）脳血管障害合併症（疑いを含む）の妊婦に対し、自施設で対応可能な施設が   

14センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在する  

のが8センター、   

イ）急性心疾患合併症（疑いを含む）の妊矧こ対し、自施設で対応可能な施設が   

13センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在する  

のが9センター、   

ウ）妊娠中の交通外傷など外傷患者に対し、自施設で対応可能な施設が15セン  

ター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在するのが7セ  

ンター、   

工）妊娠中のDIC、敗血症など急性かつ重症患者への対し、自施設で対応可能  

な施設が19センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が  

存在するのが3センター、である。  

（6）ドクターカーを保有しているセンターは、47センター／有効回答75センター  
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◎地域周産期母子医療センター  

各センターからの回答を集計したもの。特に言及している項目以外は直近の状況。  

（1）運月∃状況   

039都道府県において、236センターが認定されている  

うら、6センターが現在休止中   

0230センターのうち、産科部門については、  

・218センターがハイリスク妊娠に対応している  

・9センターが原則としてハイリスク妊娠には対応していない   

・1センターが現在、産科診療の取扱いを休止中   

・2センターが、認定時から産科を標模していない   

0230センターのうら、新生児部門については、   

・136センターが新生児特定集中治療管理室加算の対象となっている。   

・11センターが上記の加算対象ではないが、新生児科専任医師が勤務しており、  

ハイリスク新生児への対応を行っている   

・82センターが新生児科専任医師が勤務していないが、常勤の小児科医又は産  

科医が新生児医療を担当している  

・1センターが現在、新生児医療の取扱いを休止中  

（2）N t CUについて（診療報酬非加算を含む）  

病床数（有効回答229センター）  

し」病床数   ～6  ～9  ～12  ～15  ～18  19以上   

－一致   147  44   18   5   4   

％）   64．2  19．2  7．9  4．8  2．2   1．7   

（3）搬送受入が出来なかったケース（※19年度実績）   

ア）新生児搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、59センタニ／  

有効回答179センター  

イ）母体搬送受入が出来なかったケースがあったセンターは、89センター／有効  

回答181センター  

（4）救命救急センターの指定を受けているセンターは、75センタ「／有効回答23  

0センター  

※ 救命救急センターの指定を受けていない152センター（産科言多療を休止中の  
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センター等を除く）については、  

ア）脳血管障害合併症（疑いを含む）の妊矧こ対し、自施設で対応可能な施設が   

98センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在する   

のが47センター（有効回答145センター）  

イ）急性心疾患合併症（疑いを含む）の妊婦に対し、自施設で対応可能な施設が  

108センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在す   

るのが37センター（有効回答145センター）  

ウ）妊娠中の交通外傷など外傷患者に対し、自施設で対応可能な施設が113セ   

ンター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関が存在するのが2   

9センター（有効画害142センター）  

エ）妊娠中のDIC、敗血症など急性かつ重症患者への対し、自施設で対応可能   

な施設が115センター、自施設で対応できないが近隣に対応可能な医療機関   

が存在するのが30センター（有効回答145センター）である。  

（5）ドクターカーを保有しているセンターは、59センター／有効回答230センタ  
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周産期医療ネットワークに関する実態調査について  

コンピューターによる周産期救急情報システム  イリスク妊婦の  助産所のネッ  
番  係者研傾の実  搬送に係るコー  
■rヲ■   有無   更新頻度   ディネーターの配  

置の有無   置の有無   無   有無  
北海道   ○   ○  （⊃  ○   ○   単独   1日l回以上の更新が基本   ×   ×   X   ×   ×   

2  青森県   （⊃   ○  ○  ○  ○   一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   ×   X   〉（   X  

岩手県   ○  （⊃  ○  ○   ○   一般の救急医療のシステム   概ね1日に2回更新   ×   ×   ×  

宮城県   （⊃  ○  ○  ○   （⊃  一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   ＊   （⊃  

5  ．秋田県  ○  t O  ．0  ー Cl  0  ．一般の救急医療のシステム  概ね12時間に1回更新   X   X   〉く  】引秋田県   ○  t O      Cl      ー Cl  0  一般の救急医療のシステム  概ね12時間に1回更新   X   X  〉く  
6  山形県   ○  （⊃  ○  （⊃   ×  X   ×  

福島県   ○   ○  ○  ○   ○   一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   〉く   X   X   0  

8  茨城県   （⊃  ○  ○  （⊃   ○   一般の救急医疲のシステム   病院により異なる   ×   X   X   ○   ×   

9  栃木県   ○  ○  ○  ○   （⊃  一般の救急医傾のシステム   概ね1日に1回更新   ○   ○   ×   ×   ×   

10  群馬県   ○  ○  ○  （⊃   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   〉く   X   0  

埼玉県   ○  （⊃  （⊃  ○   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   ×   ×   ○  
lZ  千葉県   ○  ○  ○   C〉   ○   一般の救急医療のシステム   1日に2回更新   0   ×   ×   0   ×   

13  東京都   0  ○  ○  ○   ○   里独   リアルタイムでの更新   ×   ×   ×   （⊃   X   

14  神奈川県  ○  ○  ○   ○   （⊃   一般の救急医環のシステム   定期的に朝夕2回以上   ）く   ×   ×   ○   ヽ   
新潟県   （〕  （〕  （⊃  ○   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   〉（   C〉   ○   ×   

】6  富山県   （⊃  ○  ○  （⊃   ○  一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   ×   〉く   ⊂）  

＝  石川県   （⊃   ○  （⊃  （⊃   ○   単独   リアルタイムでの更新   X   ×   ○   ○  
‖i  福井県   （⊃   C〉  ○  ○   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   ×   ○   ○  
19  山梨県   （⊃   ○  ○  （⊃   X  ×   〉く   ）く   ○  
20  長野県   ○   ○  ○  ○   ○   一般の救急医療のシステム   概ね1日に1回更新   ×   X   ×   ○  
21  岐阜県   （⊃   ○  ○  ×   （⊃  一般の救急医燻のシステム   概ね1日に1回更新   ）く   ×   ×   0  

22  斡同県   ○   ○  ○  C〉   ○   三三 ●；   概ね1日に1回更新   X   ×   ×   ○   ×   

23  愛知県   Cl  ○  （⊃  （⊃   ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   ×   ×   ○  
24  三重県   ○  ○  ○  ○   X  ×   

X   0  0  
25  滋賀県   C〉  ○  0  （⊃   ○   単独   概ね1日に1回更新   X   ×   0   ○  
26  京都府   （⊃  （⊃  （⊃  ○   ○  一般の救急医療のシステム   概ね1【】に2回更新   （⊃   （⊃   0   ○  

大阪府   ○  ○  （）  ○   ○   単独   概ね12時間に1回更新   Cl   ×   ○   ○   C）   

28  兵庫県   ○   （〕  0  （）   0   単独   リアルタイムでの更新   ×   ×   ○   （）  

29  奈良県   ○  ○  （⊃  ○   ○   単独   概ね1日に1匡l更新   ○  ×   ○   0  

30  和歌山県  ○   ○  ○  ○   ○   旦独   最低1日1回以上更新   ×   X   （⊃   ○  
コ1  鳥取県   （⊃   ○  ○  ×   ×  ×   ×   ×   ）：  

32  島根県   ○   ○  ○  （⊃   Cl   その他システムと連携   変更があれば更棄斤   ×   X   X  

33  同山県   ○  ○  ○  ○   （⊃   一般の救急医療のシステム  医療機関により、煉度は異なる   X   X   ×   ×   C）   

34  広島県   ○  ○  ○  ○   ○   ×   ×   ×   ×   旦独   リアルタイムでの更新  （⊃   

35  山口県   0   ○  （⊃  ○   0  一般の救急医標のシステム  概ね1日に1回で更新を依頼   ×   〉く   ）く   ×  

36  徳島県   ○  ○  ○  ○   ×  ×   X   （⊃  

37  香川県   （〕   ○  （⊃  ○   （⊃   一般の救急医府のシステム   朝と夕方の各1回   ×   X   X   ○   ）く   

コ8  愛媛県   ○   ○  ○  ○   ○  一般の救急医債のシステム   1日にZ回更新を依頼   ×   ×   ヽ   0  

09  高知県   ○   ○      ○      ○   ○  一般の救急医横のシステム   概ね1日に1回更新   ×   ×   ×   0  

40  福岡県   （）   ○  ○  ○  ○   単独   概ね1日に1回更新   ×   〉く   ×   ○   
×  

0   

41  佐賀県   ○   （⊃  （⊃  0  ×   ×   ×  

4Z  長崎県   ○  ○  ○  ×   X  ）く   〉（   ×   ×  

43  熊本県   ○  （⊃  ○  （）   ○   単独   入退院の動きがあった時点での更新   ×   ×   ×  

44  大分県   （⊃   ○  （⊃  ○   ○   単独   概ね1日に1回更新   ）（   ×   ）（   ○  
45  宮崎県   （⊃   （⊃  ○  ○   〉く  X   ×   ×   ○  
46  鹿児島県  ○   （⊃  ○  ○   ×  ）く   X   〉く   0  

47  沖縄県   （⊃   ○  ○  0   X  ×   ×   ×   X   

合計  47   

×  

Z4  2コ  0  33  12  2   叫   37  2   t2   30   4  
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総合周産期母子医療センターについて  

N    I    C    U  M     F    I    C     U  

NICU に併設さ  搬送不可  
れた新生 児の回復  救命救急 センター  

の指定状  

況  ドクターー ヘリ保有  ドクター カー保有                         期治療室 （いわゆ   MFIC Ulこ併拉 された産 科の国旗  一般の塩 科病床 （左l己阜 除く院内 の崖科病   事例の有 無  

新生児  圭）  l宋）   母体  

Cl   0   0   lZ  4．3g9  t9，ZO  355  100．00  ZZ9   2ヰ  有   3．07ヰ  9．30  5ヱ  93．32  柑   lO  無   

■   ○   9  3，川5  10．50  90  9丁．00  30Z   21  撫   6  1．84l  9，50  100  84，00  柑ユ   21  有   

○   0   9  3．309  25．80  37Jl  100．00  3．Z03   2】  有   2．1g6  2丁．20  2こI3  98．80  2．098   ほ   Z3  有   

4  ○   0   3．66l  川．40  銅  83．30  Zll   15  不明   9  乙938  14．20  ヱ丁  ‘88．90  ZO4   6   ○  有   

5 x 0   柑  8．309  2了．！○  1ヱ1  95．80  Z4  有   36丁  乙60    12．80  1ヰ2   9l   ○  有   

6 x 0   Z   7．629  20．30    錮．50  p24   ユ0  有 1．引1  ヰ．90  引  70．00  3之3   0   有   

○   0   4．325  ユ3．00  150  拍．00  13  有   2．900  19．00  60  89．0（l  l（け   0   30  有   

8  X   0   Z   柑  6．¢88  19★10  90  100．80  3ZT   20  有   6  2．560  丁．10  6l  l00．00  316   3   椙  有   

9 O 0   9  2．497  28．00  60  76．00  89   18  有   6  1．引○  8．00  18  丁3．銅  205   川   0  有   

10  〉く   0   15  5．277  1之．40  88l  98．10  3S  有   8  l．，58  6．10  ち6  8，．10  30丁   26   ○  有   

○   0   0   10  有   12   有   

12  ○   9  2．6TO  16．30  366  81．06  川l   8  ■   1．D14  12．tO  甜  92．錮  01   10  有   

1コ  ○   0   0   2．9一川  2l．80  拍  89．8之  t3Z   9  有   6  t．639  6．30  37  †4．86  24S   0   14  無   

14  ○   0   6  2．日用  柑．60  8丁  拍．90  l川   T8  無   3  894  7．20  55  81＋10  125   コ7   8  無   

15  X   0   ヱ   15  4．910  之8．40  605  89，l川  ZO  有   577  5．60  6l  祁．Z8  103   0   33  有   

X   0   柑  5．051  1丁．70    9乙3ロ  Z86   3ヱ  有   1．80Z  13．10    8乙30  138   ○   44  有   

り  Cl   0   0   3．284  10．90  90  100．00  30I   12  肴   8  る26  乙80   1l＋18  222   29   0  有   

柑  ⊂）   ○   Z   9  ユ．265  31．40  90  99★10  ttJ   ヱ5  有   6  1．88Z  7．tO  46  85．TO  ○   30  有   

柑  ○   0   0   9  3．112  2，，lO  32こl  粥．耶）  t07   15  ■   6  2．35l  ZZ．40  95  88．ZO  105   14   ○  有   

20  ×   ○   Z．178  45．40  94  99．45  t6t   無   9ユ丁  75．叩  95  15．5†  川   8   30  有   

21  ＞：   0   3．195  ¢2．60  90  ，丁．00  Zl  無   1．86Z  10．90  3l  84．80  3：IO   ユ○   ○  ■   

2Z  ○   0   0   3．1引；  lT．40  106  18．80  柑3   ユ  ■   8  Z．＝氾  川，90  98  98．耶）  150   0   ZO  無   

23  （⊃   0   2   15  5，513  33．00    l00．00  30  無   乙044  丁．00  20  93．08  311   Z8   有   

24  0   0   0   27．30    97．30  123   宥   36¢  9．30  61  69．40  85   6   20  有   

Z5  （⊃   0   9  3．293  19．60  8＄  100．00  ＝柑   ZO  有   l．15l  8．90    45．7（I  柑   0  有   

26  ○   之   9  ユ．880  川．80  8丁  100．00  Z62   14  ■   3．271  6．50    ！柑，30  153   0  有   

27 O 0   3   8．380  Z3．87  202  69．40  348   99  ■   12  3．8丁5  5．93    88．20  524   25   0  辛   

〉く   ○   3．389  40．60  89  99．20  81   21  不明   6  1．947  】ヰ．20  80  8：I．00  129   33   0  有   

29  ○   0   0   ほ  3．8TT  23．20  別  88．2丁  柑7   柑  有   有   
30  0   0   3．2：〉5  38．50  90  OT．78  84   ●   1．30Z  8，60  53  拍．33  16丁   3l   0  有   

3t  ×   ○   15  3．5柑  16．00  90  6l．10  ZZO   43  有   1．49丁  7．40  14  68．20  ZOl   12   有   

32  ○   0   9  3．290  25．00  90  99．88  132   24  無   8  1．878  t2．0（）    85．5Z  柑   ○  k   

33  X   0   ○   9  3，308  ・3P．30  90  100．00  89   12  無   6  0   30  ●   

34  ○   0   1乙針柑  Zt．ZO    98．65  44  無   6  904  5．60  ＝  ㈹．12  ＝‖   16   0  ■   

35  （⊃   0   0   12  4．P小  25．10  361  100．00  柑丁   18  ★   6  l．叩l  5．2（）  1l  86．帥  3印   ○   20  ★   

コ¢  ○   0   0   4．235  Z3．81  248  弼．10  Z33   柑  ■   之．023  31．7Z  川  92．10  1神   0   ZO  ■   

コ7  ×   0   0   2．859  24．10  引  86．77  無   1．丁45  柑．80  柑  川．46  138   8   10  無   

38  ○   0   0   20  3．Z95  之7．ZO    108．∝l  Zl  有   2．096  ‖．20    95．40  】49   12   柑  有   

39  X   0   0   2．157  13．1D  拍  ミ柑．50  ■   554  6．50  川  50．60  り  ■   

1q  ○   0   9  乙758  Z5．80  1叩  8こI．70  ltO   15  有   9  Z．845  川．10  81  86．印  ＝柑   柑   ○  無   

小  ○   0   丁．428  35．40  ‡ユ1  96．90  Z川   1¢  ■   9  2．引H  13．30  丁3  祁．50  ＝柑   38   3ユ  無   

4Z  ×   ○   3．3】1  24．30  90  100．00  26  ■   引川  5．70    3】．10  1ZO  ・12   有   

－
N
0
0
の
－
 
 

茄
－
宝
 
 

娃
 
 
 
二
 
 

†
 ．

 

っ  倭＝ ▲一岬 ，，  ニチ≡L ■－－二「－．W一・－・鼻   



医  師  の  鮎  摘  状  況  「  
【  立  村  部  門  の  正  好  敷  】  【 新  生  児  糾  門  の  医  師  数 】  【  医  師  の  当  直  体  制  】  

①用度則センター（産I斗）の専任眉湖    ②（D以外で8中、産科鯵療（分娩）に  従事する産科・産I■人相医師    （D日勤＃は分娩に徒事しないが、当止  や緊急時に分娩に関与する医師  新生児料の専任l孟師  新生児何の書任ではないが、HICUでの鯵   療にも従事する小児科医  度柑（MFICU）  新生児科（NICU）  

幕1わ医師】欧  常勤医l挿致  
（研修医・レ  

ジテント警除  ジデントを障  鴛l射乏師覿 （研陣伍・レ   

く1   （l   

0   0   0   0   ○   D．l   0   0   2   ヱ   】 1   

lZ  1  0  l  U  1  0   6  1  0】   0  l  U  i  O】  】l  l   ・ 0  l  ¢  3   1  0  1  ¢l   i  t  l  l  l  l  1  11  】l   0   U   0   6   0   0   il  0   ・ 0   ¢   j - 0   0   

0   0   0   ○   0   0   4   之   0．2   5   4   ■ 0．5   

0   0   3   ○   0   0   0   4   0．8   0．5   2   

9   0   0   0   0   0．丁   0   0   2   】2   2   2   0   0   0   2   Z   Z   Z   2   

0   0   3   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2   2   

3   0   0   0   ○   0   0   5   0   ○   ○   ○   0   Z   

0   0   り   0   0   3   0   0   0   

○   9，45   0   0   0   0   tl．95   D   9．5   ○   0   2   Z   2   

10   0   ○   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   2   

コ   0   4   0   0   0   3   0   0   0   8   2   Z   

○   0   0   0  0   5   Z   0   0   0   

0   3．6   0  0  0   Z   5   0   3   0．6   

3   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   ○   
5   l   0   0   0   0   0   0   0   2   0   6   0．5   

4   1   0   0   0   ○   0   0   0   l   3   0   0   0   

0   0   0   0   5   0   0   3   0   0   0   0   

川   0   0   0   0   0   3   3   0   ○   0   D   

0   0   4   0   ○   0   0   ロ   0   0   

20   0   0   0   0   0   0   

1   0   0   0   0   ○   0   0，2   5   0   0   2   ○   ○   
22   0   0   0   0   ○   0   ○   1Z   0   0   

0   0   0   1   ○   0   ○   0   0．4一  ○  0   0   

24   0   0   0   ○   0   0．1   0   ロ   
Z5   0   0   0   0   0   5   ○   0   0   3   ユ   3   

8   0   0   0   ○   0   5   3   ○   0   0   0   

l   1．46   0   8   0   0   0   0   0   1．93   2   0   0   2   

0   0   5   0   0   0   2．6   4   1．5   0   0   2   2   

4   0   0   0   0   0   l   0   13   0   J   

30   之   0   0   0   ○   0   0   4   ○   0   

0   0   0   0   0   0   ○   ヰ   3   0   ○   0   

32   1   0   0   3   3   ○   2   0   0   4   之   0   0   0   

0   0   0   0   数人   3   0   0   0   0   

0   4   ヱ   0   0   0   ヱ   0．Z5   5   0   0   2   2   2   3   

0   3   D   ○   ○   5   Z   0   0   0   0   Z   之   ヱ   
ユ   0   0   0   ○   0   0   0   5   3  0   0   0   0   

37   0   0   0   0．l   0   0   0   D   0   0   0   0   

l   0   0   0   ○   0   0   0   5   0   0   0   8   

0   0   0   0   ○   0   0   8   8   0   0   0   0   0   

㈹   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   ○   
〃   D   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   D   0   0   0   
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N    I    C    U  M    F    I    C    U  

NICU に併投さ  MFIC Uに  

れた新生  
救命救急 センター  ドクター ヘリ保有  ドクター カ ■  併収 された産  

ー保有  

児の圃檀   実人員 （人）   

∪）  新生児  科の回復   母体   

43  ○   0   0   9  3．0的  ZZ．90  89  氾．30  1引   ■   1．570  8．50  川  TO、00  181   川   ■   

44  ○   ○   3．ココl  2】．60  275  川0，00  g；l   不明   1．Z50  13．2【l  103  5も．90  0   3l  有   

45  ×   0   9  3．Z4ヰ  柑．70  104  9l．80  川5   与  有   6  2、12l  15．20  57  p‘．70  110   祁   0  有   

46  （）   ○   9  ユ，0乃  川．小）  93  9ユ．30  川7   Z5  ■   6  l．t20  l0．抽  67  5t．00  103   0   50  有   

4丁  0   ¢   ほ  4．コ8ユ  1乙80  208  】00．00  358   24  有   12  1，257  川．20  1日  l00．00  ユ3l   ○   50  肴   

48  0   0   2   9  3．340  58．80  00  108．00  t04   30  有   Z．印5  ，．80  tl  ¢8．90  28】   29   0  有   

掴  X   0   3，8糾  Z8．60  叩  朋．13  t36   ヱ○  有   6  508  7．10  川  23．13  †2   1Z   ○  有   

50  ○   0   24  8．378  2乙90  366  95．㈹  325   2之  有   ；5  5．338  川．60  200  07．20  2（；l   引   11  有   

51  ○   ○   ヱ   2．984  8．ZO  Z50  91．10  103   ■   6  1．348  3．70  123  引．印  1引   lO  ■   

52  X   0   0   5．Z63  4Z．ユ0  ZこI8  9l．2q  40ヰ   之5  ■   8  1．2川  川．50  8Z  55．40  ZOO   35   ○  有   

5ユ  ×   ○   0   3．206  柑．00  193  ，丁．68  26  書   6  1．5Tl  ヰ．叩  耶  Tl，7ヰ  1醐   帥   ○  有   

54 O 0   0   4．057  26．20    g2．00  176   ヱヰ  有   2．51S  5．印  朗  祁．00  424   33   0  有   

55  ○   0   3，198  20．90  98  ，7．10  153   有   6  t．70ヰ  12．00  70  7丁．帥  ○   丁5  禰   

56  ○   ○   4．3g2  93．00  之4  有   3，ヱ9l  8l．00  り9   有   

（⊃   ○   0   4．380  け．00  90  98．60  2印   10  有   乙t90  8．40    帥．10  230   ○  100  有   

5tl  ○   0   4．289  21，60  ユ65  9丁．TO  柑8   Z4  有   10  2．54ヰ  8．10  109  †0．00  28p   20   10  有   

59  0   ○   3．901  Z3．50  368  89．17  Z4  有   9  1．8朋  l．70  6Z  55．56  3脚   43   ○  有   

60  0   0   5．489  26．00  j6コ  的．98  2ほ   有   ユ．957  ¢．70  〃  90．09  591   2ヰ   0  有   

61 O 0   ○   4．コ50  Zl．80  90  99．2（〉  200   33  有   9  2．8丁4  l0．10  ll  63．00  206  10  有   

6Z  ）く   0   5．280  川、00  88  粥．Oq  3川   Z2  有   6  858  2．00  1l  38．00  101   ○   24  有   

田  （⊃   0   柑  6．259  26．90  95  g5．00  245   有   6  1．了63  8．90  Zl  80．30  218   1丁  有   

6－l  （⊃   3．255  之l．00  1川  74．00  1ヱ0   12  不明   9  乙9Z4  9．00  9l  89．00  Z5g  3Z  不明   

65  （⊃   0   Z   2．878  3ヱ．30  366  88．70  154   12  有   6  1．706  2l．80  川  95．50  Zl：l   ほ   柑  有   

55 O ○   ○   lZ  3．Z76  32．tO  1．18丁  99．15  tO2   川  有   1．3Z7  10，60  朋  G0．13  125   10  有   

67 O 0   3．3Z之  31．80  Z54  100．00  2T  不明   31l  18．00  6l  85．80  Z3   ほ   有   

棉  ○   0   0   5．Z76  3Z．20    80．30  柑4   14  ★   3．049  1t．50  95  9乙8【I  川   有   

89  ○   0   3．193  34．90  28丁  96，90  173   16  無   1．795  g．50  1柑  8t．－○  ヱ丁6   川   ■   

70  ○   ○   0   ほ  3，923  59．50  】54  押．00  I3Z   8  有   1．00：l  lZ．00  68  5Z．00  93   0   25  有   

71 O 0   ○   コ．065  33．00  243  93．00  川  有   9    乙30    6．40  93   15   ○  ■   

72  X   0   6．6丁2  26，90  90  92．30  之65   無   1．丁錮  9．印  1l  8Z．10  ○   ■   

丁：】  ○   0   朗  1l．90  60  8g．40  65   24  有   Z9Z  4．00  Z8  引．Oq  360   ○   24  ■   

丁4  X   0   7．501  15．80    98．00  ヰ74   有   1Z  3．3陀  8．90    乃．00    合わせて、00床   有   

75 O 8．026  Z3．70  1ユ9  87．70  無   合わせて、M床   有   
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医  師  の  勤  梯  状  況  

【  産  科  卯  Fl  の  医  師  数  】  【 新  生  児  釦  門  の  医  師  数 】  【  医   師   の   当   直   体   制  】  

①周産期センター（産科）の専任医飼    ②①以外で日中、産科持府（分娩）に  従事する産科・産婦人科医師    ③日動譜は分娩に従事しないが、当直  や緊急時に分娩に関与する医師  新生児科の専任医輌  新生児科の書任ではないが、HICUでの鯵   
凱＝も従事する小児科医  産科（MFICU）  新生児糾（NICU）  

罵】帥l豊か‖杖  罵l乃l良師獄  一二肝二≡tミ・  

ジデントを除  （研修医・レ ジデントを除  
（研炸医・レ    研修医・レジ デントの蝕  非鳶動医師   （研は医・レ ジデントを除  

くl   

43   4   0   0   0   0   0   2   0   ○   5   0   0   0   0   

一日   3   0   3   0   0   9   0   0   ○   0   

．45   1.. ワ   ク   S . 4   つ   B . 7.. 9．   ウ   つ   つ   t  1  t  l  t l   】45  1  1  l  ワ  l  ク  1  R  1  4  l  つ  つ  l  9  l  T  1  9   ウ  l  つ  l  つ  l  

購   IO   Z   0   0   D   0   0   0   0   0   0   0   0   2   Z   2   3   3   3   

l了   0   0   3   8   乙8   川   10   0   3   0   Z   3   3   2   2   2   

48   3   0   0   0   0   0   0   之   0   0   0   0   3   3   3   

49   3   0   0   0   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   

50   8   0   0   0   3   0   0   0   0   Z   

0   0   8   0   0   0   0   0．3   0   0   Z   Z   2   

0．8   0   0   0   0   0   0   0   0．Z   0   2   0   

0   0   0   0．3   0   0   】．4   2   ○   0   0   0   ヱ   之   
5」l   10   0   】0   0   0   0   0   0   0   ○   0   3   3   2   

13   0   0   0   0   り   D   0   ○   0   0   3   3   3   

56   】0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   3   Z   

57   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   

58   0   10   ○   0   0   0   0   0   3   ユ   
3   0   0   0   3   0   10   ○   0   0   3   3   

60   5   0   0   0   0   Z   0   0   0   0   6   0   2   2   2   

4   ト6   0．8   0   0   0   0   0．8   0．2   Z．4   Z．4   0   0   0   2   

0   0   0   0   0   0   0   Z．7   4   0   0   0   0   Z   2   

63   n   0   0   0   0   0   0   5   0   0   8   J   2   2   Z   

1   0   0   t．2   0   0   0   5   0   0   8   2   0．3   2   2   Z   

8   3   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   之   Z   

0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   2   

0   0   5   0，6   0   5   0   0   0   0   6   0   0   

68   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   Z   3   0   3   0   

70   0   0   0   0   0   0   ○   ロ   0   0   ○   3   0   

0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   ○   0   0   

0   0．2   0   0   0   0   0   ○   0   D   0   0   2   2   

○   0   0   0   0   9   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ユ   3   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
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∽
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地域周産期母子医療センターの運用l；ついて  

N I C U  攫  用  状  況  

NICUに併  搬送不可ヰ欄  【  斬   生   児   糾   n  】  
放された斬生  の肴★  

救命救急セン  ■床数  ′ヽ  
lt斬 室生  

ターのIIE状 況  ドクターヘリ 良書の台数  ドクターカー 保有の台数          児の Ll●▲．i二’ くいわゆるG  （好慶事l以非  対イ  椚イ  原ハ  てとリ  
加暮）   

応リ  
CU）   しス  いしス  い  

てク  なてク い対娃  
断崖児   母体  ・ 管児 ー℃筈 ■■ の中  

応Il  
lこ  しは   ：て、          対治   

I O 0   ○   ほ   ○   柑  有   ユ8  ■   0  0  

2  ○   ○   6   ○   20  書   0   lO  不明   0  0  

ユ  ○   1   0   l  有   0   有   Cl  0  

4  ★   0   ○   8   ○   ，  ■   ○   30  ●   0  0  

5  ★   0   0   6   ○   2Z  有   8   之6  ●   0  0  

6  0   ○   q   ○   1   8  ■   ○   20  雷   0  0  

○   l   ○   ほ  ★   ○   之，  青   0  ○  

8  0   8   ¢   ほ   5  ■   ○   ヱ丁  書   0  ○  

9  （⊃   0   ○   l   0   右   ¢   ll  有   0  0  

tO  ○   0   ○   t‡   3   ZO  肴   l   叫  有   0  0  

Cl   ○   ○   ○   3   8  ■   0   t2  書   （⊃  0  

12  0   ○   5   0   t5  不明   ○   ヱ7  ★   0  0  

lj  ○   ○   ○   ，   ○   ○  ■   ○   有   CI  0  

14  （）   ○   ○   ユ   ○   ■   0   ユー  礪   0  0  

15  0   0   ○   書   6   ●   （〕  0  

16 O 0   0   ○   6  ○   20  0  0  

17  ○   ○   ○   ○   8   lユ  0   コ6  青   Cl  0  

柑  0   ○   ○   l   0  ホ   ○   肴   ○  0  

19  0   ○   6   0   ■   ○   0  0  

ヱ○  ○   ○   0   ○  0   ヱ5  0  0  

Zl  0   0   l   0   ●   0  0  

22  ★   ○   ○   0   ○  ヱ   12  0  0  

23  十   8   ¢   ○   ヱ   0  ○   10  0  0  

2l  0   ○   ‘   lコ   ○  ○   柑  ○  0  

25 x 0   ○   6  有  0  ○  

0   ○   ○   8   ○  ■   0   5l  礪   0  ○  

★   0   0   0   10   8  有   ○   之○  ■   0  ○  

Z8  ○   ○   Z   0  書  コ0  ■   0  0  

ヱ9  0   ○   ○   0  ●   0   t5  ○  0  

30  0   ○   ，   ○   l  禽   川  青   ○  0  

31 x 8   0  ‘  36  不明   0  ○  

コ2  ○   0   ○   l   ■   0   ■   ○  0  

ユ3  ○   3   6  ユ  】■  柑  ■   ○  0  

31  8   ○  t6  0  0  

35 i ○   0   ○   ○  ユ   0  0  

司
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【  塵  I4  部  rl  の  医  師  数  】  【  鮪   生   児   部  「1  の   医  師   数  】  【  医  師   の   当 直  体  制  】  

（む周産朋センター（度粕）の専任凰師    ⑦①以外で日中．塵村怜療（分娩）に従事する    産科・産け人科医銅    ⑳8劃帯は分娩に従事しない机当直や緊急時   に分娩に朋与ナる医師  断崖児村の専任医輌  紡生児科の専任ではないが．NIWでの鯵喰にも瞳  
尊ナる／小児村医  産一斗（MFICU）  斬生児椙（NICU）  

井鋤医腐蝕  
．こ▲十 （研情一翼・レジ テントを除く）  常勤の研輝医・ レジデントの歓  非常Ib医師  傭Ih直8市救 （研拝眉トレジ テントを除く）  精勤の研作匿・ レジデントの蝕  非常l力凰師   （研降臨・レジ テントを除く）  斌劃の研は牒巨 レジデントの赦  非常lわ医師  平日の夜仰  土曜日の夜間  日曜巳の夜間  平日の夜間  土曜日の夜間  日曜日の夜間   常l力医師数 （研陣曙・レジ テントを除く）  賞lわの研作医・ レジデントの数  非鷺山伍師  課Ih医師数 （研幡匿・レジ テントを除く）  常Ihの研修毘・ レジデントの蝕  非常1力凰師  

7  2  0  0   0   0   ○   0   0   5   0   8   8   U   

0   0   ○   0．2   0   0   ○   0   0   †   ○   0   

0   0   0   0   ○   ○   0   ○   0   U   0   0   0   

4   0   0   ○   4   ○   ¢   0   0   0   0   0   5   ユ   0、丁5   

0   0   D   5   8   0．8   0   0   0   0   0   0   9   0   0   

0   り   ○   0．15   ¢   0   0   0   0   0   Z   0．3   

0   0   0   5   J   0   0   D   0   0   ユ   J   ○   

J   ○   ○   0   8   ○   0   0   0   0   0   5   ○   ○   ○   

0   0   ○   0   0   0   D   D   0   9   0   ロ   

事0   l   5   0   8   0   0   ¢   0   0   0   

○   0   0   0   0   0   0．之   0   0   0   ○   ロ   0   0   0   0   8   

0   0   8   0   5   0   0   0   0   15   0   

ロ  0  0  0  5  ヱ  0  0  ¢  0  ユ  0  ○  ロ  0  0   
14   0   0   0   ○   0   ○   ¢   0   0   0   4   0   

15   ○   q   q   ○   q   ○   ○   ○   ○   0   ～   ロ   0   

16   ¢   0   8   之   ¢   0   0   0   0   ○   0   

0   ○   0   1   0   0   0   0   0．】   U   0   5   0   ¢   0   0   0   0   0   0   

柑   0   ○   0   8   8   ○   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   ○   

柑   0   0   ○   ○   0   0   0   ○   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   

之0   0   0   0   3   ○   0   0   ○   ○   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   ユ   0   0   0   0   0   ○   0   0   0   ○   0   8   0   8   0   

Zヱ   0   ○   0   ○   0   ○   q   ○   0   0   0   Z   0   0   ○   0   0   ○   0   0   

○   0   0   コ   0   0．2   0   0   0   0   0   0   5   

2l   0   之   q   ユ   q   l   q   0   0   q   ミ   ヱ   

Z5   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

26   0   0   0   0   0   ○   ○   J   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   

2l   8   0   0   ¢   0   0．2   0   0   0   ○   0   0   0   0   

0   0   ○   0   0   0   ヱ   0   0   0   3   0   0   0   

30   0   0   0   ○   ヰ   ○   0   ○   0   0   0   

Jl   4   0   0   0   0   0   0   0   ヱ   0   0   0   ○   0   0   0   0   8   

ユ2   0   0   0   8   0   0   0   0‾】   ¢   木曜日のみ1   0   0   

ココ   Z   ヱ   0   8   0   0   0   0   軋9   1   q   Q   1   1   l．8   

コ1   0   0．6   D   0   0   0   0．8   0   0   0   コ   0   ○   0   0   0   0   0   

0   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   0   ユ   0   0．1   0   ○   
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N I C U  二  ‥ニ  ■  ‾  

NICUに併  搬送不可■例  【   新   生   児   榊   M   】  
拉された斬生  の蕎鋼  

救命救急セン  ドクターヘリ  ドクターカー  病床致   ／ヽ   

一般重科病床  対イ  飢イ  盃琶  ′・、 児の   
加算）  応リ  

貫対■）   しス  いしス  
てク  なてク  岬ハ  を 二 

斬生児   母体  
tこ  しは  二   対冷  ・二こ   

コ6  ○   0   も  tO  ●   0   引  青   0  0  

コ†  ■   ¢   ○   tO  Il   ○   3之  ■   0  0  

38  ○   ○   ○   0  有   8   Z8  書   0  0  

コ9  ヽ   0   0   t5  柑  不明  ユ9  不明   0  0  

40  ○   9  ほ  ●  ユ5  有   0  0  

引  ○   ○   l   0   t2  書   0   調  萄   0  0  

12  0   0   6   ○   0  ○   之8  Cl  0  

13  0   0   川  不明   0   有   （⊃  Cl  

44  （⊃   0   9   ○   18  有   0   t2  肴   ○  （）  

15  ヽ   0   ¢   0   】0  不明   ○   有   Cl 0  

46  0   0   ○   0  ○   ▲5  宥   ○  0  

17  ○   ○   6  lO  肴   ○   18  禽   0  0  

18  ■   8   ○   ユ  15  仙  肴   0  ○  

49  0   ○   l   8   有   ○   ZO  礪   0  0  

58  ○   ○   9   ○   之○  不明   0   ll  不明   ○  0  

0   0   8   ○   】2  ●   0   ■   0  0  

与Z  0   ○   6   0   ll  宥   ○   16  書   0  0  

5コ  0   0   ロ   ほ  ■   ○   ヱ4  不明   0  ○  

5l  ▼   0   ○  ■   ○   45  不明   0  0  

55  0   ほ   8   Z2  不明   ○   Iヱ  不明   0  0  

56  ○   8   8   ○   0  ■   0   ㈹  ●   0  く）  

57  0   ○   8   ○   ○  ■   ○   20  ■   ○  0  

58  0   ■   ○   3ユ  ■   ○  ○  

59  ○   0   8   ○   ●   30  ●   0  Cl  

0   0   柑  ■  20  ●   60  ○  0  0  

‘l  ○   l  ■  Zこl  ●   0  0  

6Z  人   ○   ○   ○   6  ■   0   肴   0  ○  

∽  0   ○   コ   lO  ■   3ユ  ■   ○  0  

糾  （〕   ○   6   ZO  雷   ○   36  書   0  ○  

砧  0   ○   0   ○   ○  ■   0   20  有   0  0  

柿  ○   ○   ○   3   ○   3  ★   ○   書   0  0  

67  ○   0   0  ■   ○   25  青   0  0  

88  0   ¢   ZO   ●   0   ‡○  ■   0  0  

69  0   0   ○   l   q  ■   ○   Z6  ■   0  0  

－0  ○   8   ○   川   8  ■   0   ZO  ■   0  0  

十   ○   0   l   0   ○   55  ■   ○  0  

〉l   ○   0   ●   0   ZO  ■   0  0  
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I I 【  産   亨1  部  ’■   監   布   n  【 新  生  児  朝  Fl の  医  師  数 】  【  医  師  の  当  直  体  制  】  

①周産糊センター（産科）の専任箆瀾    ①（D以外で8中、産村首府（分娩）lこ従事ナる    産刃・産は人l封邑厨    （卦81血帯は分娩に従事しないが、当皿や緊急時    に分娩に関与すも温色苓  新生児何の専任医師  新生児粕のヰ任ではないが、Mq」での詣動こも杖  事ナる小児科凰  崖Il（MFICU）  紡生児粕 くNICU）  

常l力医師数  

常勤医師数 （研体圧・レジ テントを鹸く）  常I力の研体医・ レジデントの致  非常Ih医師   常勤医師敵 （研修医・レジ デントを除（）  常1ねの研II霞・ レジデントの致  非常勤医師  常勤医師敷 【研仲島・レジ テントを除く）  鴬劃の研Il匿・ レジデントの勤  非補1那邑師  常剛直師致 （研拝島・レジ テントを除く）  常lわの研住区・ レジデントの敷  非常勤医師   （研捧匿・レジ テントを除く〉  常勤の研炸医・ レジデントの赦  非常山医師  平日の夜Ⅶ  土嶋臼の夜間  臼嶋日の夜間  平日の夜間  土l監8の硬印】  日曜日の夜Ⅳl   

6   ユ   0   0   ○   0   0   
0   l  0   51I 8   O I 

ヱ  ロ  0   ¢   0   0   0   0   4   3   0   

4   ユ   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   

0   0   0   0  O o  0，5   l   8   0   ○   

40   l   ロ   1．8   0   q   0   0   0   0   之   0   8   ¢   0   0   

41   6  5  J  

lこ   O o  o  3  11  0   0   0   0   0   ¢   Z   

0   D   ヱ   0   0   ヱ   0   0   0   

一日   l   0   0   0   8   コ   0   0  ○  

l～  り   も   l・酬 5  0．0丁5   

4   0．4   0，Z   

1†   8   0   0   8   ○   0   0   ロ   0   

柏   l   ○   0   0   0   D．4   0   0   5   0   U   0   

0   5   0   0   0   0   0   0   0   ニ   

50   0   0   0   0   0   0   0   0．04   0   0   ○   

○   ○   0   柑   ○   D  O  0   0   0   0   0   

5   ユ   0   0   0   0   D・¢   ○，2   6   ○   

53   コ   0   0   0   0   P   0   0   ヰ   Z   0   0   0   0   Z   Z   

54   0   ○   0   4   1   0   0   0   0   0   0   0   ○   

0   0   0   4   2   0   0   ○   1   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ヱ   

5丁   0   0   ロ   3   Q．†5   0   ¢   0   0   0   ○   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   ○   0   0   

59   0   0   0   0   0   ロ   0   0   0   ○   0   0   0   0   

60   0   0   ロ   0   0   q   0   8   9   0   D   5   0   ○   0   0   

0   0   8   ユ   ○   8   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   

62   0   0   4   0   0   0   ○   0   0   

6ユ   8   0   4   q   0   ○   Q   q   ○   0   ○   

も1   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   ○   0   0   0   0   ○   0   

65   0   0   ○   ○   2   8   0   0   0   0   0   5   0   0   0   D   0   

4   J   0   コ   Q   0   q   つ   り   ○   ）   Z   0   8   ○   0   

○   0   ○   0   0   0   0   0   ロ   3   ○   0   0   0   ¢   ○   0   0   

0   ○   0   0   0   0   0   0   ○   0   ヰ   0   

69   0   0   0   0   Q   q   0   q   0   ○   ロ   l   0   0   0   ○   

丁ロ   0   0   0   I   0   ○   0   0   0   0   0   0   5   8   0   ○   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   

0   0   ○   0   0   0   Q   q   0   ¢   ○   l   ○   D   ○   ロ   ○   
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N I C U  ＝i  ・  ■  

NICUに併  搬送不可事例  【   析   生    児    紳    rl  】  

放された新生  の青■  
救命敷島セン  ホ床歓  環ハ  

（梓橿鞠叫非  対イ  刑イ  
クーの指定状 況  ドクターヘリ 陰毛の台数  ドクターカー 曝書の台欝【          児の lす牧州側I貴重 （いわゆもG  加暮）   応リ  

CU）   しス  てとリ いしス なてク  

新生児   母体  
てク い姓 る嬢 に       い対妊 応繊 しは  衰 ：1：＝  い   対地  

0   ○   ○   6   ○  ■   0   tZ  ●   0  ○  

ヽ   ○   6   ○   10  ■   ○   川  キ   0  0  

乃  X   ○   0   ○   ○  ●   ○   13  有   0  （〕  

丁6  ○   ○   ○   12   ○   5  不明   ○   不明   0  0  

〃  ヽ   0   ○   8   0  ●   ○   ヱ¢  ●   0  0  

78  ）く   ○   ○   0   3  ●   ○   無   0  0  

79  8   0   8   0   l  ■   0   ■   0  0  

80  （⊃   0   0   ○   柑   ○  ●   ○   ヱユ  ●   （⊃  0  

81  ○   6   ○   ，  有   0   有   （）  ○  

8ヱ  〉（   ○   ○   有   不明   0  （⊃  

8：l  （⊃   0   ‘   0   ●   0   Il  ■   （⊃  ○  

81  ○   ○   9   l，   ○  ●   ○   小  有   0  0  

8S  X   ○   0   有   8   コ5  有   0  （⊃  

○   ○  2q   8  宥  有   （⊃  0  

★   ○   ほ  有  青   0  Cl  

88 O 0   3  】  雷  不明   0  0  

89  （⊃   0   3   ○   ★   ○   19  ■   0  0  

90  0   3   0   l  Il   0   亭   0  0  

91  ○   0   ○  無  之0  ■   0  （⊃  

Ot x 0   ○   3   13  ■   ○   Z5  ●   ○  0  

0   q   ■   0   Zユ  ■   0  0  

9l  ★   0   ‘  ●  30  ●   0  0  

95  X   ○   8   3  S  不明  】○  不明   〔）  ○  

96  0   ○   3   1   ○  ●   ○   31  ○  0  

（）   0   l   8  ■   0   50  ●   0  ○  

98 r ○   ○   ユ   l   ○  肴   ¢   10  青   0  0  

99  十   ○   ○   ‘   ‘   ○  ●   0   ユ5  ■   Cl  0  

l00  六   0   ○   ○   ヱ   ○  ■   1   9  ●   0  0  

10l  大   8   ○   ほ   0   川  有   0   有   0  ○  

10Z  ★   〃   ¢   ‘   ¢   ユ  青   D   が  青   0  0  

】ロコ  ★   ○   0   ○   6   ○  不明   ○   不明   0  0  

】糾  0   ○   8   l   0  不明   ○   不明   0  0  

柑5  X   ○   ○   ○   0   0  ■   ○   28  ■   0  0  

I86  ▼   0   ○   ○   l   0  ロ   0   ほ  ■   0  ○  

10丁  ヽ   8   ○   0   3   ○  3l  0  0  

100  〉l   ○   ○   ○   2   ○  ■   0   ■  ○  ○  

109  h   ○   3   ■   l   Z之  ●   0  ○  
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相  の  医  師  数  】  【  産  Fl  ‾    ．   ＝          ≠＿    ．1    ヽ■       こ   直   2市   の   当   直   体   制   ノ  

斬生児栂の専任芭師  新生児科の■任ではないがしHICUでの抄巾にも抜  

産洞・産嬉人科医輔  止畑虚瑚センター（産科）の専任医師    ②①以外で日中、虐H4拝薇（分娩）に従事する        ③日加需は分娩に従事しない机当止や緊急噌    に分娩に邑8与する毘珂  事ナる小児村医  産科（MFICU）  斬生児I尋（NICU〉  

常山医師数 （研体圧・レジ テントを膵く）  常勤の研情医・ レジデントの敵  非常l力医師  常山医師救 t研体匿・レジ テントをl醜く）  常山の研拝臣・ レジデントの数  非常l力亀l市  平日の夜間  土l踵日の夜Ⅳ1  日曜日の夜間  平日の夜間  土l∈日の夜間  日曜8の夜間   
常lわ医師数 （研作蚤・レジ デントを除く）  常lわの研炸臨・ レジデントの数  非鴬劃個淵   賞山医師数 （研作毘・レジ デントを除く）  ↑助の研修凰・ レジデントの歎  非常助凰師  常Ib医師数 （研陣伍・レジ テントを除く）  常りの研欄眉・ レジデントの歎  推算別個姻  

丁：l   0   O I ○   ○   0   0   
0   

0  0   も   ○   0   0   0   0   

一寸   0   ○   8   0   0   0   0  0   0   0   0．ヱ   0   ロ   0   

0   ○   0   0   0   0   0   0   ○   0   4   0   ○   0   0   

76  4   0   0   8   0   之，l   0   0   0   ○   D   0   ○   0   0   0   

ロ   0   ロ   6   0   0   0   0   0   D   0   0   0   0   0   

0   q   8   0   0   0   0   l   0   0   0   0   ○   0   

0   0   q   l   ユ   0   0   0   0   0   0   0   ロ   

80   l   0   0   q   ○   ○   0   0   0   0   ○   ○   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   

0   0   0   ○   0   0   ○   8   0   ○   0  0   0   0  0  

0   0   0   ○   0．6丁   8   0   ○   0   0   8   9   ヱ   ヱ．0日   

1  

0   0   0   ○   0   0   8   8   0   

け   0   0   4   0   0   D   ロ   コ   0   ユ   0   

85   0   0   0   ○   0   0   0   0   0   ○   ヰ   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   ○   0   0   0   0   6   0   0   0   O I 

10   0．9   0   0   0   4   0   乙．7   0   0   0   ヱ   

88   0   0   0   3   5   ○   q   0   0   0   0   J   5   0   0   0   け   0   0   0   

ヱ   0   0   Z   0   0   0   0   0   0   0   0   0   U   け   U   U   

gO   0   0   0   

0   0   0   l   0   0   0   0   0   0   D   0   ○   ○   0   

l   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   ヱ   0   0   0   0   0   0   8   0   0   ○   0   0   

0   0   8   0   0   0   0   0   4   0   0   ○   0   0   0   0   0   

8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   

98   0   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

9？   ヰ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ロ   0   0   0   0   

98   ○   0   0   ヰ   0   0   0   0   0   0   0   l   0   0   0   0   

0   0   0   l   0   D   0   0   ○   0   0   0   0   0   q   

100   ［   0   0   ヱ   ○   0   0   0   0   ○   0   0   

＝‖   0   0   0   8   8   8   0   0   0   0   0   

102   8   0   0   0   0   0  0   0   0   

10ユ   0   ロ   4   ○   ○   0   0   0   0   ○   0   Ijj 0   

104   0   0   0   ¢   0   ○   8   0   ○   0   

105   0   0   0   5   ○   D   0   ○   0   0   ○   0   ○   0   

106   ○   0   0   8   0   0   0   q   0   ○   0   0   0   

107   8   0   0   1   0   0   8   ○   ○   0   0   0   

」08   0   8   0   0   0   ¢   0   0   0   0   0   0   0   

10！l   0   8   0   3   ○   0   0   0   ○   0   0   0   0   
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運  用  状  況  

NICUに併  搬送不可事例  【  新   生   児   紬   門  】  
l史された新生  の著書   

軟命緻息セン  病床数   ／＼  

クーの指定状 況  ドクターヘリ 宥  ドクターカー 保 台                                                           病床数  痍一束数    児？   一般産科病l果  対イ   則   応リ  盃琶   
鯵瓜報酬加 井対■）  （鯵療粗鋼非 加井）   加算）  

CU〉  しス  
てク  屑ハ   を  い  環斬  冨…≡≡罠芸    の硯  し千二ミて  

新生児   い妊  母体  る牡  休児  

キ  
1川  差   0   0   ○   5   0  ■   ○   14  ●   ○  0  

III XXX ○   0   6   ○   書   ○   宥   0  0  

I一之  ）く   0   0   ○   0   0  れ   ○   ZO  舞   ○  0  

llユ  8   ○   l   ○  ■   8   lO  ●   ○  0  

t川  ★   ○   0   0   0   0  ●   0   10  ■  （）  0  

lほ  0   ○   ○   0  8   25  ●   ○  0  

＝帽  0   0   0   3   0  ●   0   ★   ○  0  

】く   0   0   0   8   0  ■   0   之9  ■   0  0  

l】l  ○   8   ○   ○   ○  ★   0   柑  ●  ○  0  

l柑  0   ○   ○   7   ○  ■   0   24  ●   ○  ○  
120  ○   ○   ○   0   0   0  ■   ○   24  ■   0  0  

○   ○   コ   0   ■   ○   26  ■   0  0  

0   0   8   6   8   0  ■   6   之2  ●   ○  0  

123  ○   ○   ○   0  ■   ○   50  ■   0  0  

lZ4  q   ○   ○   0   ○  ■   0   ■   0  0  

ほ5  ○   ○   5   ○  ■   0   5l  ★   0  0  

l之6  ○   ○   ○   0   l   0  ●   ○   30  ■   0  0  

1ヱ7  0   ○   ¢   0   0  ●   ○   ■  ○  0  

】Z8  9   柑  不明   ¢   肴   0  0  

X   0   0   0   ○  暮   ほ  0  0  

I〕q  ○   ○   ○   1 II ♯   ○  
りt  （〕   q   0   ○   6   0   40  ○  0  

1ユ2  ヽ   0   ○   ○   0   8  ○   15  0  0  

】ココ  0   0   ○   ○  0   ll  0  0  

り1  ○   0   ○   8   ○   不明   0   25  不明   0  0  

】35  ○   ○   ○   ○   ¢   ○   ■ 不明   ○  0  

l邦  ヽ   0   0   0   6   ○  有   8   ヱ3  有   ○  0  

137  0   0   0   不明   0   30  不明  （）  0  

1ユ8  0   ○   0   〇   ■   3   エロ  ●   0  0  

1つ，  十   ○   ○   ○   Z  ヽ   ‖   19  弁l   ○  0  

110  0   9   0   0  不明   0   38  不明   ○  0  

＝‖  ○   0   8   0   ‖  ■   ○   50  不明   0  0  

142  X   ○   ○   5   0   8  ●   ○   ユg  十   0  ○  
143  0   0   ○   t9  ★   8   川  有   0  0  

1書ヰ  ○   0   0   8   0   】4  Il   0   ヱ0  有   ○  0  

t15  0   8   川  ■   5l  不明   0  0  

11‘  8   0   1   0  不明   ○   10  不明   0  0  
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医  師  の  山  椎  状  況  

【  産  亨斗  部  門  の  医  師  数  】  【  新   生   児   削   rl  の   医   師   数  l  t   良   師   の   当   直   体   制  】  

折生児‖の専任医師  新生児Hのヰ任ではないが、M別での鯵愈にも抜  
産I4・産婦人事斗医師  （か周産朋センター（産科）の専任医師    ・∂G）以外でB申、星り指爛（分娩）に縫寧する        （かE細川は分娩に従事しない肌当直や緊急時   lこ分娩に関与丁る医師  事ナる小児I斗医  産I4（MF】CU）  斬生児I斗 くNICU）  

常Ib医師数  鴬Il庭師数  賞劃医師数  常山医師数  

常Ib医師数 （研修凰▼レジ デントを除く）  常Ibの研作医・ レジデントの致  非欄け加左銅   （研件医・レジ テントを除く）  常lわの研修医・ レジデントの敷  非常勤医踊   （研炸医・レジ デントを幹（）  嘗lわの研け医・ レジデントの敵  非常1わ医師   （研修医・レジ デントを翰く）  ≠lわの研拝島・ レジデントの敵  一員萬lわ医師   （研拝匪・レジ テントを除く）  常山の研l雷医・ レジデントの払  沖≠lわ医師  平日の夜〃】  土曜8の夜間  8曜日の枝Ⅶ  平日の夜㈲  土岐日の項牒  日曜日の夜間   

1＝）   8   0   D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

l   0   J   U   U   U   V   U   ∠   

8   8   0   l   0   0   0   0   0  

0   0   0   0   0   0   0   D   0   0   0   ヰ   ○   0   l   

114   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   ¢   0   0   0   D   0   0   0   0   0   ユ   0   0   

1I6   0   0   8   J   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

1】了   0   0   ○   0   0   0   ○   0   0   0   ○   ■   0   0   

1用   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   0   0   0   8   

0   0   q   0   0   0   0   0   0   ロ   0   0   Z   

120   l   0   0   0   0   0   0   0   ○   5   0   0   0   0   ○   

0   0   0   ヰ   0   0   0   0   0   0   0   0   l   0   ○   0   ロ   

0   0   4   0   8   0   0   0   ○   

ほっ   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   D   0   0   0   0   0   

1：l   0   0   0   J   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

lZ5   0   0   0   l   0   0   ○   0   ○   0   0   l   0   0   0   0   0   ○   ○   ○   

】之6   0   0   0   D   0   0   0   0   0   D   0   0   ○   0   0   0   ○   0   0   

0   0   0   ¢   0   0   0   0   0   0   0   0   G   ○   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   8   1   0   0   0   0   ○   ○   0   

○   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ヱ   0   0   ○   0   0   0   0   0   

1ユ○   0   0   0   0   0   0   8   0   0   3   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   Z   0   ○   ユ   0   0   0   0   0   

】ユ2   ○   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   ）   ○   0   0   0   0   

lココ   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   D   

0   0   0   ○   8   0   0   0   0   0   9   0   

り5   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   D   0   0   ○   

0   0   0   0   0   0   8   ○   0   0   ○   0   0   0   8   0   ○   ○   0   

り7   0   q   0   0   ○   0   0   0   0   D   0   Z   0   0   0   ○   0   0   ○   0   

1ユ8   0   ¢   0   5   0   0   0   0   0   0   0   l   之   0   ○   ○   ○   8   0   ○   

0   0   ユ   0   D   0   0   0   0   0   ○   0   0   0   ○   0   ○   0   

l㈹   0   0   0   Z   ○   0   0   0   ○   0   0   0   ¢   0   り   

○   0   0   0   0   0   0   ○   4   0   0   0   ¢   0   

0   0   0   0   0   0   ○   5   0   0   

14ユ   0   0   ○   8   q   0   ○   0   ○   8   0   0   0   0   

1H   0   0   ○   0   0   ○   Z   0   ○   ○   0   0   0   0   ○   

川5   l   0   0   0   0   0   ロ   0   J   0   0   ○   0   0   0   0   0   

146   0   0   ○   ○   0   0   0   ○   0   0   0   ○   0   0   0   0   
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N I C U  通  用  状  況  

N】CUに併  搬送不可事1舅  【   新   生   児   紳   rl  】  
紋された斬生  の有｛  

■床緻  
（鯵債報酬非  一枚よ判鋼床  対イ   則イ   疲析 室生  誓；と豊笠芸    の状 取句   ユ 救命救急セン クーの指定状  ドクター・ヘリ 保有の台数  ドクターカーー 保有の台数          児の 回復榔台府圭   

加算）  応リ  
持戒稚封加 井対井）  l鯵療穣一H非 加井）  （いわゆるG CU）  しス  原ハ   ；諾  い            ：子…二  

てク  
l斤生児   

い妊  母体  る姑  さ‡  
しは   1 

川7  X   ○   ○   ○   5   ○  不一l   ○   36  不明   ○  0  

川8  ○   0   ○   I   0  不明   ○   28  不明   ○  0  

l19  0   0   ○   ○   ○  ■   8   3之  0  0  

150  ○   0   ○   ○   tO  不明   ○   3ヱ  有   ○  0  

○   ○   0   ○   8  ■   ○   38  ●   ○  ○  

○   ○   8   l   0  不明   8   3I  有   0  0  

ト5ユ  ○   0   ○   ○   5   0  有   有   0  0  

15l  ○   0   ○   0   0  ■   0   10  ●   （）  
0  

】55  Jく   0   ○   ○   0   0  不明   ○   川  不明   0  0  

】56  ○   ○   9   0   ユ  l   川  0  ○  

157  ○   0   ○   8  ○   20  有   0  ○  

158  0   0   ，   0   ほ  不明   ○   不明   0  0  

】5，  ★   8   0   ○   5   9  ■   0   朋  有   ○  ○  

160  ）く   ○   0   5   5  ○   lT  ○  ○  

＝‖  ○   ○   不明   ○   祁  不明   0  0  

t＄之  ○   0  ○   ○   ユー  書   0   小I  有   0  0  

16】  0   ○   ○   0   lO  書   ○   35  有   0  0  

1糾  ○   ○   17   0   8  青   ○   lユ  書   ○  ○  

1蒔  ○   0   ○   川  雷   ○   10  有   0  0  

16ふ  0   0   9   ○   2t  有   ○   ヱ丁  有   0  （）  

0   ○   9   ○   ●   0   コZ  0  0  

168  ★   ○   0   15   ○   之5  ●   8   19  ■   0  0  

189  0   ○   2   9   0   3之  ■   0   30  ■   0  ○  

lTO  ○   0   6   ユ   6  ■   ○   21 1 0  ○  

＝l  （〕   ○   0   ○   10  薔   0   33  著   ○  0  

り2  0   0   9   ○   18  禰   ○   Z，  青   ○  0  

1†ユ  0   0   9   0   青   0   之6  賓   ○  0  

0   ○   ほ  書  18  有   0  0  

○   0   ‘  2Z  有  Zl  萬   （）  0  

1†与  ○   0   6   8   20  有   ○   l与  礪   ○  0  

】†丁  （⊃   ○   ○   6   ○   有   ○   59  肴   0  ○  

】丁8  ■   0   ○   ，  33  書   0   有   ○  0  

lT9  ○   ○   0   8  ll  有  購  宥   ○  0  

柑0  0   0   ほ   0   28  肴   0   10  ★   0  0  

18l  ○   9   ○   Zl  青   ○   q  ●  ○   0  

＝ほ  ○   0   6  1l  有  0   0  

18ユ  0   0   9   0   柑  ■   0   58  ■   0  0  
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医  師  の  朋  嬬  状  況  

【  産  I斗   糾   Pl  の   医   師   数  」  新 主 児 部 Flの 医 師 数】  【医 師 の 当 直 体 制】  

（p周度湖センター（産†斗）の専任医師    （∂（か以外で日中、産I4拝☆（分娩）に往事する    産科・産綿人相医師    ③日勤帯は分娩に従事しないが、当直や緊急時   に分娩に即与する霞鋳  新生児祖の専任医師  斬生児拍の専任ではないが．HIC〕での鯵療にも従  ヰする小児羽広  産科（MFICU）  新生児栂（NIcu）  

≠軌医師数  常勤医師緻  常1九医師払  

常勤医師数 （研膵医・レジ テントを除く）  驚lわの研陣伍・ レジデントの致  非欄け加数朗  き－≡・、・ （研耀堰いレジ テントを除く）  常山の研体長・ レジデントの致  非常1わ匿鏑   （研悸毘・レジ テントを除（）  鴬Ibの研修隆・ レジデントの致  推賞山虐瀾   く研体温・レジ 子ントを除く）  常lわの研修亀・ レジデントの数  非常lわ医師   （研修医・レジ 子ントを除く）  賞mの研I一匹・ レジデントの数  非欄川洲五的  平8の夜間  土l在日の夜仰  日疇月の夜〝1  中日の夜仰  土曜日の夜間  日曜日の夜間   

何丁   ロ   ヱ   O I 
0   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   0．28   

一利l   8   ○   0   0   0   D   0   0   0   0   0   l  l  

‖柑   0   ○   0   0   0   q   0   ○   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0   ○   

150   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   

0   0   0   8   ○   0．4   0   0   0   0   0   D   ヱ   0   0．9   0   0   ¢   0   0   ○   

ほZ   ○   ロ   0   4   0   0   0   8   0   8   0   0   0   0．Z8   

D   0   0   3   コ   0   0   0   0   0   0   0   ユ   3   0   ○   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   〇   0   0．5   0   8   0   D   0   0   0   8   0   0   0   0   0   

156   0   0   0   0   ロ   0   じ   

！57  ／  1   0   0   0   0   ＝）   0   0   0   ヱ   2   

0   0   0   0   0   0   8   ロ   0   

0   0   0   ロ   ¢   0   8．6   0   0   D   5   0   

160   q   8   0   ○   0．7之   ○   0   0．6   U   ○   0   0．49   0．23   0   ロ   0   

0   0   ○   ユ   D   】．5   0   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

t6ヱ   l   0   0   0   0   0   0   0   J   0   ロ   0   P   

0   ○   0   0   0   0   0  8   3   0   0   0   

16l   ＝   8   0   0   0   D   0   l   0   0   0   0   3   3   3   

川5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

166   0   0   ○   8   8   0   ○   5   0   ○   ヱ   0   

も   0．6   0   0   0   0   0   0   ユ   Z   D   0   0   

D   0，Z   0   0   0   ○   0   ○   0   0．0ヱ   0   0   0   

3   0   0   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   

1了0   0   0   0   ○   0   0   ○   0   0   0   J   0   0   

0   0   0   l   0，Z   ロ   8   ロ．Z   J   ～   0．イ   8   5   I．2   

コ   ○，5   ○   0   0   Zl   0   5   0   0   0   0   Z   2   

○   ○   0   14   0   0   0   ユ   

174   10   柑   0   0   0   5   0   l   0  ～   

lT5   5   ヱ   ロ   0   ○   0   ヱ   0   3   0   0   Z   0   ヱ   

け6   0   0   0   l   ヱ   ○   0   ○   4   0   t，5   0   0   0   2   2   

0   0   0   ○   ユ   コ   ○   0   0   ○   

t18   t．J6   0   0   0   0   0   0   5   0   0．l   0   ○   0   2   

－79   lZ   0   0   0   0   0   0   0   ○   ヰ   0   0   0   0   0   

180   コ   l．7   0   ○   0   0   ′．4   6   0．】   0   D   0   2   2   ヱ   

柑1  0   0   0   0   0   ○   ○   

18之  0．ヱ   0   0   e   0   ○   

18コ   tO   5   0   り   与   0   0   0   0   4   D   0   J   ¢   0   ユ   J   
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N I C U  正  用  状  況  

NICUに併  搬送不可事例  【  断   生   光   輝   門  】  
投された新生  の有■  

救命救急セン  病床数  ＼  

Ⅷ相川柑l非  対イ  則イ  クーの指定状 主只  ドクターヘリ 保有の台数  ドクターカー 保有の倉敷          児の 回復期治根主 （いわゆるG  

拓リ  薮斬 室生  
CU）   加井）   しス  押ハ  てとリ いしス  

てケ  なてク い対経  
斬生児   母体  い妊 る■  

しは   応■  
18l  く）   ○   ○   0   2l  ・有   ○   33  有   0  0  

ト85  0   0   ○   9   ○   ○  ■   8   12  ■   Cl  0  

0   ○   8   0   ○  不明   0   25  不明   0  0  

0   ○   0   コ   0   0  0   28  0  0  

188  8   0   I   ○   8  青   ○   不明   0  0  

（〕   0   ○   0   6  0   柑  有   0  0  

t9（】  ★   0   8   ‘   ○   0  不明   ○   書   ○  （）  

‖‖  ○   8   ○   0  有   ○   14  有   0  0  

】92  ○   0   0   8  ■   0   ユ8  ■   0  0  

！9コ  0   ○   3   0  ○   コ¢  有   ○  0  

19一  （⊃   ○   6   ○   8  有   0   35  書   Cl  0  

195  ○   0   ○   0   ○  ■   JO  ｛   0  0  

l弼  ○   ○   ○   ○   5  ■   l   川  ■   0  ○  
ヽ   ○   q   0   0   ●   ○   ■   0  0  

】90  0   0   0   6   8   8  ●   Z8  不明   0  0  

199  ヽ   ○   0   ○   3   0  書   8   三三  有   0  0  

ZOO  0   ○  ○  有   0   38  有   0  0  

2（‖  ○   ○   ○   ユ   ○  宥   ○   34  青   0  ○  
202  十   0   ○   3   ユ  ■   0   ヱ○  ■   0  0  

203  ヽ   ○   ○   8   ）  ●   Z5  有   
（〕  0  

ヱOl  ○   0   0   5   ★   ○   ■   ○  
205  〉l   0   Z   0   ユ   ¢  有   0   38  肴   0  0  

206  ■   0   ○   0   ○   0  ●   8   ユ8  ■   ⊂〉  （⊃  

ZO7  ＋   0   0   0   0  ■   0   ■   ○  0  

ZO8  ○   0   ○   0   ユ   0  ■   ○   ほ  ●   （〕  0  

之09  0   0   0   ○   0  撫   0   柑  書   0  0  

ヱ】0  ○   0   6   0   2l  ●   0   20  ●   ○  0  

P   ○   3   0   つ  ■   ○   ZO  ●   ○  0  

ヽ   0   0   ○   3   0  ●   川  ■   0  0  

○   ○   4   0  ■   ○   3丁  無   ○  0  

2】1  ○   0   6  ●   ○   28  ●   0  0  

0   0   0   0   ○  ■   0   ↓8  ■  0  0  

2柑  （）   0   0   8   ほ  0   lS  ■   0  0  

○   0   ○   3   ■   ○   ㈹  ■   ○  0  

ヱ柑  0   9  t5  撫  3l  有   0  0  

Cl   8   0   15  ■  ヱ8  ●   ○  0  

2ZO  ○   ○   不明  2t  有   0  0  
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【  産  相  加  「1  の  医  師  n  J  【  軌   生   児   部   門   の   直   帥   致  】       l 【  医  会帝   の   当  確   休   桝  1 l  

（D周鹿期センター（鹿I斗）の耳任医師    （か（♪以外で日中．産柑詩情（分娩）lこ従尊丁る    産I斗・産婦人I斗医師    ③日蝕帯は分娩に従事しないが．当直や緊急時    に分娩に鵬与ナも医師  l斤生児事4の専任区側  斬生児I斗の専任ではないが、MCUでの鯵徽にも撞  事ナる小児科医  度目（MFICU）  斬生児事4（NICU）  

繁lル医師n  捕1わ医師数  常I力臨‘串敷  常山医師数  
脹ヽ （研I雷医tレジ テントを験く）  賞Ihの研l事象・ レジデントの数  非常劃医師   （研げ医・レジ テントを除く）  耳1月の偶作監・ レジデントの敵  非常lわ医師   （研樺匪・レジ デントを絵く）  Tl力の研作臨・ レジデントの敷  井♯劃個瀾   （研体置・レジ テントを除く）  輔lわの研峰医・ レジデントの数  非常劃医師 ‖   （研修医・レジ テントを除く）  青山の研畔毘・ レジデントの赦  井貫肋医師  平日の夜間  土嶋日の夜間  日眼目の夜㈲  甲8の頓」Ⅵ  土曜日の夜Ⅳ】  日曜8の夜㈲   

柑4   
5   

t85   5  

‖沌   0   0   0   0   0   ロ   0   0   】0  

187   l之   8   Z   

柑∂   8   8   8   0   0   J   0   0   0   0   

＝柑   ユ  4  10  

190   0   0   0   5   0   14   5   ¢   Z   ロ   10   0   

＝‖   9   0   0   0   3   0   0   0   ○   0   D   0   0   2   

0   0   0   0   ○   0   0   0   0  ロ  
＝り  8   5   5  

†9l   0  7   Z   0  0  ¢   0   0   8   0   

195   0   0   0   ユ   0   0   0   0   0   0   0   6   ○   0  

柑も   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ○   0   0   0   0   

0   0   0   q   0   ロ   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   

＝柑   0   ○   0   0   0   0   0   ロ   J   ○   

＝柑   0   0   0   ヱ   0   0   0   0   0   0   ヰ   ○   0   

ZOO   ユ   8   0   0   0   U   U  

ZOl   0   0   8   0   ○   0   0   8   8   

2ロZ   0   0   8   ヰ   0   0   D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

2D3   ヱ   0   0   0   0   0   0   8   0   

ZO4   ○   0   0   5   0   0．09   0   0，45   0   0   0   ¢   0   

Z（】5   0   8   0   8   8   0   0   0   0   〇   ○   0   0   0   

ヱ06   0   0   0   ～   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   

207   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ユ   0   0   0   8   ○   0   0   0   

ZO8   0   ○   0   0   0   0   0   0．15   0   0   0   J   0   ○   ○   0   0   0   0   0   

289   D   8   0   0   】3   ニ  0   0   0   3   Z   0   0   0   0   0   0   0  

ヱ柑   0．2   ○   0   0   0   0   0   8   0．6   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   q   0   0   0   8   0   ロ   0   0   8   

0   D   0   0   0   0   0．5   0   ○   0   0   0   ○   ○   0   0   ○   ○   0   

Zり   4  

Z14   之   0   0   0   0   1之   0   0   5   0   0   0   8   

0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   ○   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   

ヱ】7   0   0   0   0   0  4   0   0   0   

0   0   0   0   8   0   0   0   0   8   D   0   

8   0   0   8   0   0   0   0   3   0   0   ○   ○   

2之0   0   0   8   0   0   0   0   0   6   0   
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N I C U  1  用  状  況  

NICUに餅  搬送不可睾例  【  新   生   児   細   Fl 】  
nされた斬生  の青書  救命救急セン  病床数  原ハ  

クーの指定状 況  ドクターヘリ 保有の台数  ドクターカー 良書の台数          北の 回復期治療重 （いわゆるG  （鯵愈鞠訊非  対イ  環斬 圭生  
加事）   応リ  l 

GU〉   しス  いしス  
てク  則イ てとリ  なてク い対l壬  

新生児   母体  応■  
しは   二   ∫轟 の中 対治  

0   ○   IO  ■  ユー  ●   0  0  

之之2  0   0   ○   ○   4   ■   ○   叫  不明   0  0  

ヱ～J  ○   ○   ○  ■   ○   之‘  ★   ○  0  

ヱZl  ○   ○  lO  不明  】l  ■   0  0  

Z25  0   ○   ほ  ■   12  宥   0  0  

2ヱ8  ）（   ○   ○   6  轟  邦  ■   0  0  

之ヱ丁  ○   0   ○   4   ○  有   ○   1‘  ■   （〕  0  

Zヱ8  ○   ○   ○   ○   ¢  書   ○   柑  ★   0  0  

229  （）   ○   0   ‘  6  書   柑  礪   ○  ○  
Zコ0  0   ヱ   ，   ○   ○  不明   ○   3l  不明   0  Cl  
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医  師  の  山  姥  状  況  

【  産  雷斗  部  門  の  匿  は  数  】  【  析  生  児  部  門  の  医  師  数  】  【  医   師   の   当   直   休   研  】  

新生児朋の専任應劇  新生児柑の与圧ではないが、NICUでの鯵府にも縫  ①周度朋センター（産糾の専任医師    ¢①以外で日中．塵I手持虚（分娩）に礁■すも    農相・慮蝉人事斗匿師    Q）日勤帝は分娩に往事しないが、当直や緊急時   に分娩に朋与する医師  ■ナる小児柑箆  産科（MF】CU〉  新生児‖（NICU）  

兼1カ医師数  ★勅医師数  
常lわ医師数 （研作毘・レジ 子ントを瞼く）  賞l力の研炸医・ レジデントの致  非常劃匿鰭   井l轟匿蹄数 （研拝島・レジ テントを除く）  幕劃の研仲匿・ レジデントの赦  非才劃個闇  ▲こ一－ （研修医・レジ テント吾騒く）  甘l九の研幡医・ レジデントの致  非≠舶毘鍾   （研炸匿・レジ 子ントを除く）  集lわの研体温・ レジデントの敷  非精勤良師   （研炸置・レジ デントを除く〉  ★1カの研拝匹・ レジデントの致  非≠l那E師  平日の夜Ⅳl  土Il日の夜Ⅳl  日曜8の夜間  平日の夜lⅥ  土嶋目の夜間  日曜月の夜間   

ZZl   J   ○   ロ   1   0   ○   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

2   ．   †   8   D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   ll  ○   0   11  11  11  11  11  l   

2Z  s1  8l  D1  01  0」  い  O1  01  0】  O1  0‡  0】  01  01  

Z2ユ   0   0   ○   3   0   0   0   ○   0   U   0   0   J   0   0   0   8   

ここl   0   0   0   l   ○   0．之   ○   8   0．t   q   0   0   4   0   q   0   0   

Z2S   1   仇Z   0   0   8   ○   ○   0  0   D   0   5   ○   8．之   0   0   0．ヱ   0．Z   0．Z   

226   0   0   ○   6   ○   ○   ○   0   0   ロ   0   8   ○   2   0   0   0   0   0   0   

ヱ2丁   0   0   ○   1   0   0   0   ○   ○   0   0   0   ○   0   

ユ   ○   0   0   5   8   0   0   ○   之   2   

1   

ヱユ○   0   0   0   0   0   0   0   1   l   
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23．大学病院の周産期医療体制整備計画  
平成20年12月5日文部科学省  

大学病院の周産期医療体制整備計画  

1．国立大学病院の周産期医療体制整備計画（4カ年計画）  

2．国公私立大学病院の周産期医療に関する人材養成等の強化  

1．国立大学病院の周産期医療体制整備計画（4カ年計画）   

【概要】  

今後、4年間（平成21年度～24年度）で、①NICU（新生児集中治  

療室）が未設置の国立大学病院の解消 ②半数の国立大学病院に  

おいて、現行平均11床程度の周産期医療に係る病床数を倍増し、  

20床とする。   

【具体的な対応策】  

（》 平成21年度より、NICUが未設置の9大学病院について、1病院  

当たり最低6床のNICUを整備する計画を順次策定。今後4年間で、  

NICU未設置の大学病院の解消を図る。  

現状：42国立大学病院中33大学病院がNICUを設置。9大学病院が未設置。  

現時点において、平成21年度に、5病院程度がNICU設置の見込み。  

② 平成21年度より、NICU、MFICU（母体一胎児集中治療管理室）、   

GCU（継続保育室）等の周産期医療体制の強化を図るため、今後  

4年間で、少なくとも半数の国立大学病院（21大学病院）におし．．＼て、  

現行平均11床程度の周産期医療体制に係る病床数を倍増し20床   

とする。  

現状：42国立大学病院の平均病床数は、NICU（5．8床）、MFICU（l．0床）、  

U（4．6床）の合計11床程度。  

指－82   
－304－  



≧⊥国公私立大学病院の周産期医療に関する人材養成等の強化  

【概要】  

国公私立大学病院におけるNICU（新生児集中治療室）等に関する  

人材養成に対する支援を行う。   

【具体的な対応策】   

①周産期医療を志す若手医師の教育環境の整備を図るとともに、  

小児科一産科等の女性医師の復帰支援を行う。  

②院内助産所等を活用した助産師養成環境を整備し、産科医の負  

担軽減を図る。  

指－83  
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O NICUが整備されていない国立大学一覧  

弘前大学、山形大学、千葉大学、東京医科歯科大学   

福井大学、山梨大学、岐阜大学、佐賀大学、長崎大学  

計 9 大学  

O NICU等の平均病床数  

国立   公立   私立   全体   

NICU   5．8床   8．3床   10．5床   7．8床   

MFICU   1．0床   2．3床   4．4床   2．4床   

GCU   4．6床   5．5床   14．9床   8．5床   

計   11．4床   16．0床   29．8床   18．6床   

（注1）「全体」欄については、国公私立大学病院（本院）全体の平均病床数。  

（注2）「計」欄については、端数処理のため、内訳を積み上げたものと一致しない場合がある。  

指－84   
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24．災害拠点病院一覧  
（平成20年7月1日現在）  

都道府県  No  区分   病  院  名   開設者   所在地   

北海道  都道府県   札幌市中央区  
2  地域  市立函館病院   市町村   函館市  

都道府県   檜山郡江差町  
［霊髭〕   市町村   二海部八雲町  

5  地域  国立病院桟橋北海道がんセンター   独立行政法人  札幌市白石区  
6  地域  市立札幌病院   市町村   札幌市中央区  
且  地域  北海道大学病院   国立大学法人  札幌市北区  
8  地域  市立小樽病院   市町村   小樽市  
9  地域  岩見沢市立総合病院   市町村   岩見沢市  
10  地域  砂川市立病院   市町村   砂川市  
m  地域  深川市立総合病院   市町村   深川市  
12  地域  日鋼記念病院   医療法人   室蘭市  
岨  地域  王子総合病院   医療法人   苫小牧市  
14  地域  総合病院浦河赤十字病院   日 赤   浦河君耶甫河町  
田  地域  総合病院旭川赤十字病院   日 赤   旭川市  
16  地域  名寄市立総合病院   北社協   名寄市  
山  地域  富良野病院   北社協   富良野市  
四  地域  留萌市立病院   市町村   留萌市  
19  地域  市立稚内病院   市町村   稚内市  
20  地域  総合病院北見赤十字病院   日 赤   北見市  
21  地域  道立紋別病院   都道府県   紋別市  
22  地域  帯広厚生病院   厚生連   帯広市  
23  地域  市立釧路総合病院   市町村   釧路市  
24  地域  市立根室病院   市町村   根室市  
25  地域  市立室蘭総合病院   市町村   室蘭市   

青森県  都道府県   青森市  
27  地域  弘前市立病院   市町村   弘前市  

市町村   黒石市  
［芸・ヨ   市町村   八戸市  

30  地域  青森市民病院   市町村   青森市  
31  地域  五所川原市立西北中央病院   市町村   五所川原市  
32  地域  十和田市立中央病院   市町村   十和田市  
33  地域  下北医療センターむつ総合病院   市町村   むつ市   

岩手県  日 赤   盛岡市  
35  （基幹）  岩手医科大学附属病院   学校法人   盛岡市  

都道府県   盛同市  
［悪日   都道府県   花巻市  

38  地域  県立月日沢病院   都道府県   奥州市  
39  地域  県立磐井病院   都道府県   一関市  
40  地域  県立大船渡病院   都道府県   大船渡市  
41  地域  県立釜石病院   都道府県   釜石市  
42  地域  県立宮古病院   都道府県   宮古市  
43  地域  県立久慈病院   都道府県   久慈市  
44  地域  県立二戸病院   都道府県   二戸市   

宮城県  独立行政法人  仙台市宮城野区  
46  地域  公立刈田綜合病院   市町村   白石市  

市町村   仙台市若林区  
［笈コ   国立大学法人  仙台市青葉区  

49  地域  仙台赤十字病院   日 赤   仙台市太白区  
50  地域  労働者健康福祉機構東北労災病院   独立行政法人  仙台市青葉区  
51  地域  東北厚生年金病院   全社連   仙台市宮城野区  
52  地域  大崎市民病院   市町村   大崎市  
53  地域  栗原市立栗原中央病院   市町村   栗原市  
54  地域  登米市立佐沼病院   市町村   登米市  
55  地域  石巻赤十字病院   日 赤   石巻市  
56  地域  気仙沼市立病院   市町村   気仙沼市  
57  地域  坂総合病院   財団法人   塩釜市  
田  地域  みやぎ県南中核病院   保健医療組合  大河原町   

秋田県  国立大学法人  秋田市  
60  地域  鹿角組合総合病院   厚生連   鹿角市  

市町村   大館市  
［露コ   厚生連   北秋田市  

63  地域  山本組合総合病院   厚生連   能代市  
64  地域  秋田組合総合病院   厚生連   秋田市  
固  地域  秋田赤十字病院   日 赤   秋田市  
66  地域  由利組合総合病院   厚生連   由利本荘市  
67  地域  仙北組合総合病院   厚生連   大仙市  
回  地域  仙北市立角館総合病院   市町村   仙北市  
69  地域  平鹿総合病院   厚生連   横手市  
70  地域  ト雄勝中央病院   厚生連   湯沢市   

指－85   
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宣府県  No  区分   病  院  名   開設者   所在地   

京都  独立行政法人  立川市  
145  基幹  都立広尾病院   都道府県   渋谷区  

学校法人   千代田区  

監ヨ   財団法人   中野区  
148  地域  聖路加国際病院   財団法人   

学校法人   
中央区  

149  地域  東京慈恵会医科大学附属病院  港区  
150  地域  済生会中央病院   済生会   港区  
151  地域  北里研究所病院   社団法人   

学校法人   
港区  

152  地域  日本医科大学付属病院  文京区  
153  地域  原天堂大学医学部附属順天堂医院   学校法人   文京区  
154  地域  都立駒込病院   都道府県   文京区  
155  地域  東京大学医学部附属病院   国立大学法人  文京区  
156  地域  東京医科歯科大学医学部附属病院   国立大学法人  文京区  
157  地域  永寿総合病院   財団法人   台東区  
158  地域  昭和大学病院   学校法人   品川区  

159  地域  NTT東日本関東病院   会 社   品川区  
160  地域  東邦大学医療センター大森病院   学校法人   大田区  
161  地域  荏原病院   財団法人   大田区  
162  地域  日本赤十字社医療センター   日 赤   渋谷区  

163  地域  至誠会第二病院   社団法人   世田谷区  
164  地域  都立松沢病院   都道府県   世田谷区  
165  地域  公立学校共済組合関東中央病院   地共連   世田谷区  
166  地域  国立病院機構東京医療センター   独立行政法人  目黒区  
167  地域  東京医科大学病院   学校法人   新宿区  
168  地域  東京女子医科大学病院   学校法人   新宿区  
169  地域  慶応義塾大学病院   学校法人   新宿区  
170  地域  国立国際医療センター   厚生労働省  新宿区  
171  地域  大久保病院   財団法人   新宿区  
172  地域  社会保険中央総合病院   全社連   新宿区  
173  地域  中野総合病院   生協組合   中野区  
174  地域  立正佼成会附属佼成病院   その他の法人  中野区  
175  地域  荻窪病院   医療法人   杉並区  
176  地域  帝京大学医学部附属病院   学校法人   板橋区  
177  地域  日本大学医学部附属板橋病院   学校法人   板橋区  

178  地域  都立大塚病院   都道府県   豊島区  
179  地域  都立豊島病院   都道府県   豊島区  
180  地域  慣天堂大学医学部附属練罵病院   学校法人   練馬区  
181  地域  日本大学医学部附属練馬光が丘病院   学校法人   練馬区  
182  地域  西新井病院   医療法人   足立区  
183  地域  東京慈恵会医科大学附属青戸病院   学校法人   葛飾区  
184  地域  東部地域病院   財団法人   葛飾区  
185  地域  東京女子医科大学附属東医療センター   学校法人   荒川区  
186  地域  博慈会記念総合病院   財団法人   足立区  
187  地域  順天堂江東高齢者医療センター  学校法人   江東区  

188  地域  江東病院   医療法人  江東区  
189  地域  あそか病院   社会福祉法人  江東区  
190  地域  癌研究会有明病院   財団法人   江東区  
191  地域  都立墨東病院   都道府県   墨田区  
192  地域  白髭橋病院   医療法人   墨田区  
193  地域  青梅市立総合病院   市町村   青梅市  
194  地域  公立阿伎留医療センター   市町村   あきる野市  
195  地域  東京医科大学八王子医療センター   学校法人   八王子市  
196  地域  東海大学医学部付属八王子病院   学校法人   八王子市  
197  地域  日本医科大学多摩永山病院   学校法人   多摩市  
198  地域  多摩南部地域病院   財団法人   多摩市  
199  地域  稲城市立病院   市町村   稲城市  
200  地域  町田市民病院   市町村   町田市  
201  地域  武蔵野赤十字病院   日 赤   武蔵野市  
202  地域  都立府中病院   都道府県   府中市  
203  地域  杏林大学医学部附属病院   学校法人   三鷹市  
204  地域  東京慈恵会医科大学附属第三病院   学校法人   狛江市  
205  地域  公立昭和病院   市町村   小平市  
206  地域  都立清瀬ノト児病院   都道府県   清瀬市  
207  地域  多摩北部医療センター   財団法人   東村山市  
208  、地域  佐々総合病院   医療法人   西東京市  
209  地域  東京臨海病院   私学共済   さ工戸川区  
210  地域  東大和病院   医療法人   東大和市   
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都道府県  病 院 名  開設者   所在地   

去   学校法人   横浜市青葉区  
rゝ享1       212  地域  力働者健康福祉機構横浜労災病院   独立行政法人  横浜市港北区  

学校法人   横浜市都筑区  
214  地域  済生会横浜市東部病院   ［霊』  済生会   

学夫こ   
横浜市鶴見区  

雄鹿  聖マーアン  ご 学異浜 。丙完  8  
216  地域  けいゆう病院  財団法人   横浜市西区  

ヽ．⊥  市町村   横浜市保土ヶ谷区  
＿▲－■       218  地域  国立病院機構横浜医療センター  独立行政法人  横浜市戸塚区  

、⊥l三島       219  地域  横浜市⊥大子附属市民総合医療センター   市町村   横浜市南区  
220  地域  済生会横浜市南部病院  済生会   横浜市港南区  
、＿▲＿       221  地域  横浜市ユ大学附属病院   市町村   横浜市金沢区  
222  地域  横浜南共済病院   国共連   横浜市金沢区  
■ ＿▲＿       223  地域  横浜市⊥みなと赤十字病院   市町村   横浜市中区  
224  地域  聖マリアンナ医科大学病院  学校法人   川崎市宮前区  
戸≒一－」■望鼻■当．       225  地域  巾東大子医子部附属溝口病院  学校法人   川崎市高津区  
⊥       226  地域  川崎市⊥多摩病院  市町村   川崎市多摩区  
⊥       227  地域  川崎市⊥川崎病院  市町村   川崎市川崎区  

■ゝll           力          労災病院   立行 こ  l  
229  地域  横須賀共済病院  国共連  横須賀市  

＿▲＿  市町村   横須賀市  
231  地域  藤沢市民病院   市町村   藤市  
232  地域  矛ケ崎市立病院  市町村   茅ヶ崎市  
■l皇ム ●       233  地域  東海大子医学部附属病院   学校法人   伊勢原市  
234  地域  平塚市民病院   市町村   
235  地域  秦野赤十字病院   

平塚市  
日 赤   

．⊥  
秦野市  

市町村   
237  地域  大和市立病院   

厚木市  
市町村   

238  地域  北里大学病院   
大和市  

学校法人   相模原市  
239  地域  相模原協同病院   厚生連   相模原市  
240  地域  津久井赤十字病院   日 赤   津久井郡津久井町  
241  地域  県立足柄上病院   都道府県   足柄上郡松田町  
242  地域  小田原市立病院  市町村   小田原市   

ご【∃   日 赤   
244  地域  村上総合病院  

長岡市  
厚生連   村上市  
都道府県   

246  地域  新潟勤労者協会下越病院   
新発田市  

医療法人   
247  地域  新潟市民病院   ÷二  

新潟市  

248  地域  済生会新潟第二病院   
市町村   新潟市  
済生会   

249  地域  済生会二条病院   
新潟市  

済生会   三条市  
地域  長岡赤十字病院（基幹重複）   日 赤   

250  地域  県立小出病院  
長岡市  

都道府県   魚沼市  
・・・▲＿．J」       251  地域  県止八日町病院   都道府県   南魚沼市  
252  地域  県立十日町病院   都道府県   
253  地域  刈羽郡総合病院  

十日町市  
厚生連   柏崎市  

＿．⊥－       254  地域  県止中央病院   都道府県   
255  地域  糸魚川総合病院  

上越市  
厚生連   糸魚川市  

、′ヽA       256  地域  佐渡総口 院   ＝      ＝＝   佐渡市   
■±l   都道府県   富山市  

l＝b       258  基幹  畠山大学附属病院   国立大学法人  富山市  
市町村   黒部市  

■≡b ＿L■±       260  地域  畠山市止畠山市民病院   ［霊ヨ  市町村   富山市  
261  地域  高岡市民病院  市町村   高岡市  
⊥ ■       262  地域  市⊥砺波総合病院   市町村   砺波市   

巨】   都道府県   金沢市  
264  地域  国民健康保険小松市民病院  市町村   小松市  

独立行政法人  金沢市  
266  地域  金沢市立病院   ［芸ヨ   市町村   金沢市  
267  地域  金沢赤十字病院  日 赤   

⊥  
金沢市  

市町村   
．■L  

七尾市  

270  地域  珠洲市総合病院   
市町村   輪島市  
市町村   珠洲市   

福井県  都道府県   福井市  
272  地域  福井赤十字病院   日 赤   福井市  
273  地域  福井県済生会病院  済生会   福井市  

［悪日   国立大学法人  吉田郡永平寺町  
275  地域  福井社会保険病院   全社連   
276  地域  市止敦賀病院   

勝山市  

277  地域  公止小浜病院  
市町村   敦賀市  
市町村   小浜市  

⊥       278  地域  公止丹南病院   市町村   鯖江市   
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都道府県  No  区分   病  院  名   開設者   所在地   

山梨県  都道府県   甲府市  
280  地域  市立甲府病院   市町村   甲府市  

財団法人   山梨市  
［霊宝〕   医療法人   笛吹市  

283  地域  社会保険鰍沢病院   全社連   南巨摩郡鰍沢町  
284  地域  巨摩共立病院   社団法人   南アルブス市  
285  地域  韮崎市立病院   市町村   韮崎市  
286  地域  国民健康保険富士吉田市立病院   市町村   富士吉田市  
287  地域  大月市立中央病院   市町村   大月市   

‾3舌卜  
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都道府県  No  区分   病  院  名   開設者   所在 地   

三重県  都道府県   四日市市  
355  地域  鈴鹿中央総合病院   厚生連   鈴鹿市  

国立大学法人  津市  

［悪日   市町村   伊賀市  
358  地域  山田赤十字病院   日 赤   伊勢市  
359  地域  尾鷲総合病院   市町村   尾鷲市  
360  地域  総合病院松阪市民病院   市町村   松阪市  
361  地域  県立志摩病院   都道府県   志摩市  
362  地域  市立四日市病院   市町村  四日市市  
363  地域  いなべ総合病院   厚生連   いなべ市   

滋賀県  日 赤   大津市  
365  地域  大津市民病院   市町村   大津市  

三斉生会   栗東市  
●  地域  近江八幡市立総合医療センター   ［芸ヨ   市町村   近江八幡市  

368  地域  彦根市立病院   市町村   彦根市  
369  地域  長浜赤十字病院   日 赤   長浜市  
370  地域  草津総合病院   医療法人   

京都府  
草津市  

赤十字病院   日 赤   京都市真山区  
371  基幹  京都第一        372  地域  府立与謝の海病院   都道府県   与謝郡与謝野町  

市町村   福知山市  
374  地域  公立南丹病院   ［霊∃                         373  地域  市立福知山市民病院  市町村   南丹市  

市町村  京都市中京区  
375  地域  京都市立病院       376  地域  関西医科大学附属男山病院   学校法人   八幡市  
377  地域  公立山城病院   市町村   木津川市  
378  地域  済生会京都府病院   済生会   長岡京市   

大阪府  都道府県   大阪市住吉区  
380  地域  大阪市立総合医療センター   市町村   大阪市都島区  

独立行政法人  大阪市中央区  
382  地域  大阪赤十字病院   ［笈ヨ   日 赤   大阪市天王寺区  
383  地域  大阪市立大学医学部附属病院   市町村   大阪市阿倍野区  
384  地域  大阪大学医学部附属病院   国立大学法人  吹田市  
385  地域  関西医科大学附属枚方病院   学校法人   枚方市  
386  地域  済生会千里病院   済生会   吹田市  
387  地域  大阪府三島救命救急医療センター   財団法人   高槻市  
388  地域  大阪医科大学附属病院   学校法人   高槻市  
389  地域  関西医科大学附属滝井病院   学校法人   守口市  
390  地域  東大阪市立総合病院   市町村   東大阪市  
391  地域  近畿大学医学部附属病院   学校法人   大阪狭山市  
392  地域  市立堺病院   市町村   堺市  
393  地域  市立泉佐野病院   市町村   泉佐野市  
394  地域  府立泉州救命救急センター   都道府県   泉佐野市  
395  地域  府立中河内救命救急センター   都道府県   東大阪市   

兵庫県  都道府県   神戸市中央区  
397  基幹  神戸赤十字病院   日 赤   神戸市中央区  

国立大学法人  神戸市中央区  
399  地域  神戸市立中央市民病院   ［露ヨ   市町村   神戸市中央区  
400  地域  兵庫医科大学病院   学校法人   西宮市  
401  地域  県立加古粧病院   都道府県   加古川市  
402  地域  西脇市立西脇病院   市町村   西脇市  
403  地域  県立姫路循環器病センター   都道府県   姫路市  
404  地域  姫路赤十字病院   日 赤   姫路市  
405  地域  赤穂市民病院   市町村   赤穂市  
406  地域  公立豊岡病院   市町村   豊岡市  
407  地域  公立八鹿病院   市町村   養父市  
408  地域  県立柏原病院   都道府県   丹波市  
409  地域  県立淡路病院   都道府県   洲本市  
410  地域  宝塚市立病院   市町村   宝塚市   

奈良県  都道府県   橿原市  
412  地域  県立奈良病院．   都道府県   薫良市  

市町村   大和高田市  
414  地域  県立五條病院   ［悪日   都道府県   五條市  
415  地域  近畿大学医学部奈良病院   学校法人   生駒市  
416  地域  済生会中和病院  済生会  桜井市  

和歌山県  都道府県   和歌山市  
418  地域  日本赤十字社和歌山医療センター   日 赤   和歌山市  

市町村   紀の川市  
420  地域  橋本市民病院   ［芸ヨ   市町村   橋本市  
421  地域  有田市立病院   市町村   有田市  
422  地域  国保日高総合病院   市町村   御坊市  
423  地域  社会保険紀南病院   市町村   田辺市  
424  地域  新宮市立医療センター   市町村   新宮市   
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都道府県  No  区分   病  院  名   開設者   所在地   

鳥取県  
426  地域  鳥取赤十字病院   日 赤   鳥月雲市            鳥取市  
427  地域  県立厚生病院   都道府県   倉吉市  
428  地域  鳥取大学医学部附属病院   国立大学法人  米子市   

島根県  都道府県   出雲市  
430  地域  松江赤十字病院   日 赤   松江市  

市町村   雲両市  

432  地域  済生会江津総合病院   ［芸三〕   済生会   江津市  
433  地域  益田赤十字病院   日 赤   益田市  
434  地域  隠岐広域連合立隠岐病院   市町村   隠岐都隠岐の島町  
435  地域  大田市立病院   市町村   大田市  
436  地域  松江市立病院   市町村   松江市   

岡山県  日 赤   同山市  
438  地域  岡山済生会総合病院   済生会   

学校法人   
岡山市  
倉敷市  

440  地域  倉敷中央病院   ［芸ヨ   財団法人   倉敷市  
441  地域  大杉病院   医療法人   高梁市  

442  地域  総合病院落合病院   医療法人   真庭市  
443  地域  津山中央病院   財団法人   津山市   

広島県  都道府県   広島市南区  
445  地域  国立病院機構呉医療センター   独立行政法人  呉市  

市町村   広島市中区  
447  地域  広島赤十字・原爆病院   ［笈‡】   日 赤   広島市中区  
448  地域  広島市立安佐市民病院   市町村   広島市安佐北区  
449  地域  廣島総合病院   厚生連   廿日市市  
450  地域  労働者健康福祉機構中国労災病院   独立行政法人  呉市  
451  地域  興生総合病院   医療法人   三原市  
452  地域  総合病院三原赤十字病院   日 赤   三原市  
453  地域  尾道総合病院   厚生連   尾道市  
454  地域  日本鋼管福山病院   医療法人   福山市  
455  地域  福山市民病院   市町村   福山市  
456  地域  市立三次中央病院   市町村   三次市  
457  地域  総合病院庄原赤十字病院   日 赤   庄原市   

山口県  都道府県   防府市  
459  地域  岩国市医療センター医師会病院   社団法人   岩国市  

厚生連   柳井市  
461  地域  総合病院社会保険徳山中央病院   ［芸三】   全社達   周南市  
462  地域  三田尻病院   医療法人   防府市  
463  地域  総合病院山口赤十字病院   日 赤   山口市  
464  地域  労働者健康福祉機構山口労災病院   独立行政法人  山陽小野田市  
465  地域  下関市立中央病院   市町村   下関市  
466  地域  長門総合病院   厚生連   長門市  
467  地域  都志見病院   医療法人   萩市   

徳島県  都道府県   徳島市  
469  地域  健康保険鳴門病院   全社連   鳴門市  

厚生連   吉野川市  
．∽   麗；   日 赤   小松島市  

472  地域  県立海部病院   都道府県   海部郡牟岐町  
473  地域  県立三好病院   都道府県   三好市  
474  地域  つるぎ町立半田病院   市町村   美馬郡つるぎ町  
475  地域  国民健康保険海南病院   市町村   海部郡海陽町  
476  地域  阿南医師会中央病院   社団法人   阿南市   

香川県  都道府県   高松市  
478  地域  国立病院機構善通寺病院   独立行政法人  善通寺市  

市町村   さぬき市  
480  地域  内海病院   ［霊三J   市町村   小豆郡小豆島町  
481  地域  高松赤十字病院   日 赤   高松市  
482  地域  三豊総合病院   市町村   観音寺市   

愛媛県  都道府県   松山市  
484  地域  県立新居浜病院   都道府県   新居浜市  

都道府県   四国中央市  
486  地域  県立今治病院   ［霊三】   都道府県   今治市  

＼      ・■≠－  ／＼  

488  地域  市立八幡浜総合病院   市町村   八幡浜市  
489  地域  市立宇和島病院   市町村   宇和島市  
490  地域  愛媛大学医学部附属病院   国立大学法人  東温市   

高知県  
492  地域  県立安芸病院   都道府県   安芸市  

日 赤   高知市  
［完工j   医療法人   須崎市  

495  地域  県立幡多けんみん病院   都道府県   宿毛市   
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都道府県  No  区分   病  院  名   開設者   所在地   

福岡県  独立行政法人  福岡市中央区  
497  地域  済生会福岡総合病院   済生会   

学校法人   
福岡市中央区  

学校法人   
久留米市  

［笈ヨ   福岡市城南区  
500  地域  北九州総合病院   医療法人   北九州市小倉南区  
501  地域  麻生飯塚病院   会 社   飯塚市  
502  地域  九州大学病院   国立大学法人  福岡市東区  
503  地域  産業医科大学病院   学校法人   北九州市八幡西区  

504  地域  北九州市立八幡病院   市町村   北九州市八幡東区  
505  地域  福岡赤十字病院   日 赤   福岡市南区  
506  地域  北九州市立医療センター   市町村   北九州市小倉北区  
507  地域  健和会大手町病院   財団法人   北九州市小倉北区  
508  地域  聖マリア病院   医療法人   久留米市  
509  地域  大牟田市立総合病院   市町村   大牟田市  
510  地域  田川市立病院   市町村   田川市  
511  地域  福岡和白病院   個 人   福岡市東区  
512  地域  九州厚生年金病院   厚生団   北九州市八幡西区   

佐賀県  都道府県   佐賀市  
514  （基幹）  佐賀大学医学部附属病院   国立大学法人  佐賀市  

市町村   多久市  
516  地域  やよいがおか鹿毛病院   ［悪日   医療法人   鳥栖市  
517  地域  唐津赤十字病院   日 赤   唐津市  
518  地域  西有田共立病院   市町村   西松浦郡有田町  
519  地域  白石共立病院   医療法人   杵島郡白石町   

長崎県  独立行政法人  大村市  
521  （基幹）  長崎大学医学部・歯学部附属病院   国立大学法人  長崎市  

市町村   長崎市  
523  地域  佐せ保市立総合病院   ［悪日   市町村   佐世保市  
524  地域  健康保険諌早総合病院   全社連   諌早市  
525  地域  県立島原病院   都道府県   島原市  
526  地域  北松中央病院   地方独法   北松浦郡江迎町  
527  地域  長崎県離島医療圏組合五島中央病院   都道府県   五島市  
528  地域  長崎県離島医療圏組合対馬いづはら病院   都道府県   対馬市  
529  地域  壱岐市民病院   市町村   壱岐市  
530  地域  長崎県離島医療圏組合上五島病院   都道府県   南松浦郡新上五島町   

熊本県  日 赤   熊本市  
532  地域  済生会熊本病院   済生会   熊本市  

市町村   玉名市  
534  地域  山鹿市立病院   ［露ヨ   市町村   山鹿市  
535  地域  国民健康保険阿森中央病院   市町村   阿蘇市  
536  地域  矢部広域病院   医療法人   上益城郡山都町  
537  地域  労働者健康福祉機構熊本労災病院   独立行政法人  八代市  
538  地域  水俣市立総合医療センター   市町村   水俣市  
539  地域  上天草市立上天草総合病院   市町村   上天草市  
540  地域  健康保険天草中央総合病院   全社連   天草市  
541  地域  黎明会宇賀岳病院   医療法人   宇城市  
542  地域  健康保険人吉総合病院   全社連   人吉市  
543  地域  川口病院   個 人   菊池市   

大分県  都道府県   大分市  
545  地域  国東市民病院   市町村   国東市  

［露コ   
国共連   別府市  

547  地域  大分市医師会立アルメイダ病院   社団法人   大分市  
548  地域  大分赤十字病院   日 赤   大分市  
549  地域  臼杵市医師会立コスモス病院   社団法人   臼杵市  
550  地域  健康保険南海病院   全社連   佐伯市  
551  地域  県立三重病院   都道府県   豊後大野市  
552  地域  竹田医師会病院   社団法人   竹田市  
553  地域  済生会日田病院   済生会   日田市  
554  地域  中津市立中津市民病院   市町村   中津市  
555  地域  宇佐高田医師会病院   社団法人   宇佐市   

宮崎県  都道府県   宮崎市  
557  （基幹）  宮崎大学医学部附属病院   国立大学法人  宮崎郡清武町  

都道府県   延岡市  
559  地域  済生会日向病院   ［悪日   済生会   東臼杵郡門川町  
560  地域  千代田病院   医療法人   日向市  
561  地域  和田病院   医療法人   日向市  
562  地域  西都市西児湯医師会立西都救急病院   社団法人   西都市  
563  地域  宮崎市郡医師会病院   社団法人   吉崎市  
564  地域  小林市立市民病院   市町村   小林市  
565  地域  都城市郡医師会病院   社団法人   都城市  
566  地域  県立日南病院   都道府県   日南市   

指－92   
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県  No  区分   病  院  名   開設者   所在地   

県  567  基幹  鹿児島市立病院   市町村   鹿児島市  
568  地域  鹿児島市医師会病院   社団法人   鹿児島市   

日 赤   鹿児島市  
囲  569  地域  鹿児島赤十字病院        570  地域  県立薩南病院   都道府県   南さつま市  

571  地域  済生会川内病院   済生会   薩摩川内市  
572  地域  出水総合医療センター   市町村   出水市  
573  地域  県立北薩病院   都道府県   大口市  
574  地域  曽於郡医師会立病院   社団法人   曽於市  
575  地域  県民健康プラザ鹿屋医療センター   都道府県  鹿屋市  
576  地域  田上病院   医療法人   西之表市  
577  地域  県立大島病院   都道府県   奄美市   

県  都道府県   うるま市  
579  地域  県立北部病院   都道府県   名護市  

地域  県立中部病院（基幹重複）   都道府県   うるま市  
島尻都南風原町  

ノ   ノ ∫  都道府県   宮古島市  
582  地域  県立八重山病院   都道府県   石垣市   

※1・区分の「基幹」は基幹災害医療センター、「地域」は地域災害医療センター   
2．区分の（基幹）は研修を担当する基幹災害拠点病院   
3・災害拠点病院582病院（基幹56病院、地域530病院（基幹との重複4病院を含む））  

指－93  
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25．へき地における医療提供体制の整備状況  

へき地医療支援機構（20年3月現在）  へき地医療   
都道府県  設置場所  拠点病院数  

備考（無医地区数）  

設置年月  
（20年3月現在）   

l  北 海 道  18年4月  道庁（医療政策課）   19  66（ 41）   123   

2  青 森 県  15年9月  県庁（医務薬務課）   6  16（ 3）   28   22   

3  岩手 県  18年4月  県庁（県立病院等事業管理者医療局）   46（15）   24   25   

4  宮 城 県  15年10月  県庁（保健福祉部医療整備課）   2  14（ 7）   23   19   

5  秋 田 県  15年4月  平鹿総合病院（秋田県厚生連）   5  20（12）   16   16   

6  山 形 県  16年12月  県庁（健康福祉部健康福祉企画課）   4  19（ 6）   9   9   

7  福 島 県  16年1月  県庁   2  25（ 7）   31   17   

8  茨 城県  15年4月  県立中央病院   4  4（ 1）   23   23   

9  栃 木 県  15年4月  県庁   7  10（ 5）   15   13   

10  群 馬 県  15年6月  県庁   2  9（ 7）   8   6   

ノ＼しト＝｝  
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13  東 京都  17年4月  都庁（福祉保健局医療政策部救急災害医療課）   l  16（ 3）  
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15  新 潟 県  14年4月  県庁   7  35（ 21）   32   36   

16  富 山 県  15年8月  県庁（厚生部医務課）   6  3   6   7   

17  石 川 県  15年4月  県庁（健康福祉部医療対策課）   6  15   14   12   

18  福 井 県  15年4月  県立病院   3  13（ 2）   10   8   

19  山 梨 県  未定  4  11（1）   13   10   

20  長 野 県  未定  7  50（ 23）   20   19   

21  岐阜 県  15年12月  県総合医療センター   9  52（ 7）   13   10   

22  静 岡 県  14年9月  県立総合病院   3  9（ 7）   17   13   

23  愛 知 県  14年4月  愛知県がんセンター愛知病院   7  9（ 7）   21   19   

24  三 重 県  15年4月  県庁（健康福祉部）   5  24（ 22）   5   4   

25  滋 賀 県  15年10月  湖北総合病院（伊香郡病院組合）   2  13   4   4   

26  京都府  15年4月  府立与謝の海病院   9  16（ 7）   15   

葉芽  探勝潅  …・し・∴た・▼r 
≠・‡  ：■「：笹 二 

28  兵庫 県  15年4月  但馬長寿の郷   4  37（17）   10   9   

29  奈 良 県  15年4月  県立五條病院   3  13（1）   9   9   

30  和歌山県  15年10月  県庁（福祉保健部健康局医務課）   3  38（11）   25   18   

31  鳥 取 県  未定  l  8（ 7）   6   3   

32  島根 県  15年5月  県庁（医療対策課医療確保対策室）   17  40（12）   36   27   

33  岡 山 県  14年4月  岡山済生会総合病院（済生会）   8  44（14）   32   29   

34  広 島 県  13年12月  県立広島病院   7  18（ 8）   58   56   

35  山 口 県  14年5月  県立総合医療センター   5  39（27）   13   10   

36  徳 島 県  13年4月  県立中央病院   5  18（ 1）   18   19   

37  香 川 県  15年4月  県立中央病院   20  20（ 6）   8   6   

38  愛 媛 県  14年4月  県立中央病院   10  41（ 5）   14   9   

39  高 知 県  15年4月  県庁（医師確保推進課）   7  27（11）   52   48   

40  福 岡 県  16年3月  県庁（保健福祉部）   3  8（ 7）   22   23   

41  佐 賀 県  未定  7（ 5）  

42  長 崎 県  15年4月  （離島・へき地医療支援センター）   8  57（ 32）   6   4   

43  熊 本 県  15年9月  球磨郡公立多良木病院   3  17（13）   19   18   

44  大 分 県  15年8月  県庁（医務課）   10  34（ 23）   43   38   

45  宮 崎 県  15年4月  県庁（医療薬務課）   3  20（13）   29   22   

46  鹿児島県  14年7月  県庁（県立病院局県立病院課）   13  47（29）   36   16   

47  沖 縄 県  14年4月  県庁（福祉保健部医務・国保課）   6  27（ 27）   8   7   

合  計  平成20年3月現在39か所設置  257  1．063（473）   914   786   

※ 診療所数欄はへき地診療所数及び国民健康保険直営診療所数の合計、（）はへき地診療所数の再掲  

指－94   
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（平成20年麿予算額） （平成21年麿予定領）  
【2，87丁百万円   → 2，約丁百万円】（対前年虔 20百万円増）  

粧黒内瑳醤  

（1）へき地医療支援機構の運営  ［333百万円 →314百万円］   

都道府県単位の広域的な支援体制を図るため、各都道府県に「へき地医療支援機構」を設置し、  
支援事業の企画、調整及び医師派遣の実施等を補助する。（41か所 → 39か所）  

（2）へき地医療拠点病院等の運営  ［1，518百万円 →1，406百万円］   

へき地における医療の提供など支援事業を実施する医療機関等の運営に必要な軽重を補助する。   
ア ヘき地医療拠点病院運営費 （162か所→162か所）633百万円→ 530百万円   
イ ヘき地保健指導所運営費  （42か所→20か所） 65百万円 →  31百万円   
ウ ヘき地診療所運営費  （327か折→327か所） 821百万円 → 845百万円  

（3）へき地巡回診療の実施  ［138百万円 →139百万円］   

無医地区等の医療の確保を図るため、医師等の人件費及び巡回診療車等の経費を補助する。  
133台 → 133台  

3機 →   3機  

30班 →  30班  

1班 →   1班  

［150百万円 →106百万円］   

90百万円 → 61百万円   

ア 巡回診療車〔船〕（医科・歯科）  

イ 離島巡回診療ヘリ（医科）  

り 離島歯科診療班  
工 沖縄へき地歯科診療班  

（4）へき地医療情報システム等   

ア ヘき地医療情報システム  

へき地医療情報ネットワークを活用した情報提供■情報交換等を円滑・効率的に実施する  

ため、平成17年度に担当責任者（医師）を配置し、平成18年度にへき地・離島診療所に勤  

務する医師からの24時間診療相談体制を整備。   

また、地域医療へ従事する医師の確保を図るため、退職医師の再就業支援を目的とした  
講習会、 平像20年度においては、緊急臨時的医師派遣に応じる退職医師等の研修を実施。   
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イ ヘき地診療支援システム等   

（ア）へき地診療所サポートシステム   

（イ）静止画像等伝送システム   

（ウ）特定地域保健医療システム  

（5）産科医療機関の運営   738百万円］  ［738百万円   

分娩可能な産科医療機関を確保するため産科医療機関の運営に必要な経責を補助する。  
（97か所 → 97か所）  

［ 牒136百万円］   
へき地に派遣される医師の移動などに要する手当に必要な経費を補助する。  

（0か所 →164か所）  

（立上クターヘリ夜間搬送モデル事業の裏革  1           51百万円］   
昼間のみの利用にとどまっているドクターヘリの夜間利用に必要な経費を補助する。  

（0か所 → 2か所）  

0百万円 →  7百万  
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26．都道府県医療対策協議会の開催状況について  

注1：【次に掲げる者の管理者その他関係者】  
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①特定捜能病院②地域医療支援病院③公的医療桟関④臨床研修病院⑤診療に関する学識経験者の団体⑥大学その他の医療従事者の養成  
に関係する税関⑦社会医療法人⑧独立行政法人国立病院機構⑨地域の医療関係団体⑩関係市町村⑪地域住民を代表する団体⑫都道府  
県⑬その他  
なお、参画音数の（）書きは重複計上の場合の数である。  

注2‥具体的な取組例∴各都道府県が行っている様々な取組の中でも、特に医療対策協書芸会の協議に基づく次のような内容に係る実績  
（協議予定、協議中及び実施予定を含む）   

【凡例】①医師派遣（紹介）②各大学における医師派遣（紹介）窓口の一元化等 ③ドクタ・・－′くンクの創設・拡充  
④大学医学部における地域を指定した入学者選抜（地域枠）の導入・拡充  
⑤卒後一定期間地元勤務を条件とする医学部生等に対する奨学金貸与制度の導入・拡充  

（※1）秋田県、和歌山県及び福岡県については、委員改選中であるため、前任期の情報となっている。  
（※2）福島県及び徳島県においては、新しい地域医療対策協誌会の設置に向け準備中であるため、旧会議の情報となっている。  

指－96  ー318－  



平成21年度予算案  

⑳医師派遣等推進事業（一部新規）  4，163，610干円   

都道府県医療対策協議会の要請を踏まえ、医師不足地域の医療機関へ医師派遣を行う医療機関を  

多数確保し、円滑に医師派遣が実施される体制を構築するため、医師派遣に関する補助制度を統合し、   

①都道府県医療対策協議会が医師派遣の調整等を行う場合に必要となる経費  

②派遣先医療機関が派遣医師を受け入れるための準備に必要となる経費  
③ 医師を派遣することに伴い派遣元医療機関に生じる逸失利益等  
④派遣医師が派遣後に海外研修に参加する自己研錯に必要となる経費   

等に対する補助事業を創設する。  

（対象経費）医師派遣調整等経費、派遣医師受入準備経費、逸失利益等、海外研修等   

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）   
（補助率）1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／4以内、事業主1／2以内）   
（積算単価）－医師派遣調整等経費  3，000干円／1都道府県  

・派遣医師受入準備経費 1，500千円／1都道府県（各10医療機関）  
・逸失利益等（都道府県内）150，000千円／1都道府県（各10人×12月）  

（都道府県外）7，500千円／1人（6月）（10人分）  

・海外研修等経費（都道府県内）20，640千円／1都道府県（各10人）  
（都道府県外） 2，064千円／1人（10人分）   

（創設年度）平成21年度  
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（担当課：指導課）   



医師派遣等推進事業（平成21年度予算案：4，164百万円）  
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平成2年12月末9．451件   

平成3年3月宋 9．88】件   

平成3年12月末11，Z96件  

平成4年3月来11．597件  

平成4年I2月未13．205件  

平成5年3月末13．8ZZ件  

平成5年I2月末15，665件  

平成6年3月束15．935件  

平成7年3月兼17，8Zg件  

平成7年12月束19．008件  

平成9年3月未Zl．3Z4件  

平成10年3月兼23．11Z件  

平成11年3月束Z4．7TO件   

平成12年3月未26，045件   

平成13年3月末27．504件  

平成14年3月未；独967件  

平成15年3月未30．331件  

平成16年3月末31．664件  

平成祁年3月兼37．533件  

＊一人医師医療法人（再掲）  

欄には．昭和61年9月以前に  

療所も含まれている．   
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28．社会医療法人の認定状況について  
平成21年2月1日現在  

番号   （  フ   リ   ガ   ナ  ）   施設の名称   主 た る 事 務   認定年月日  
法  人  名  所 の 所 在 地   

イリョウホウゾンシげンカレスサツホ●ロ   口    北光記念病院   北海道札幌市中央区  
医療法人社団カレスサッポロ   北1条東1－2－3   

平成20年7月10日  

イリョウホウシ■ンセイコウカイ   
2  

滋賀県草津市  
医療法人誠光会   

草津総合病院  
上笠4丁目7番3号   

平成20年9月1日  

イリョウ木ウシ■ンコウセイカイ   3    木沢記念病院   岐阜県美濃加茂市  
医療法人厚生会   古井町下古井590   

平成20年10月1日  

4  イリョウホウシ■ンソサイコウセイカイ   岐阜県羽島郡笠松町   
医療法人蘇西厚生会  

松波総合病院  
田代185番地の1   

平成20年10月1日  

5  トクテイ・トクヘ●ッィリヨウホウゾンメイワカイイリョウフクシセンター  渡辺病院   鳥取県鳥取市  
特定・特別医療法人明和会医療福祉センター   東町3丁目307番地   

平成20年10月1日  

田  イリョウホウシ●ンゾンコウカイ  医療福祉センター   鳥取県倉吉市  
医療法人仁厚会   倉吉病院  山根43番地   

平成20年10月1日  

イリョウホウシ◆ンサ●げンタ◆ィシ●ユカイ   香川県坂出市  

医療法人財団大樹会   
総A病占回生病占   室町三丁目5番2B号   平成20年10月1日  

イリヨウホウシ●ンサ●ィタ■ンテンシントーウ   8    へつぎ病院   大分県大分市大字中戸次字  平成20年10月8日  
医療法人財団天心堂  二本木5956   

イリヨウホウシ●ンサ●ィタ●ントウセンカイ   9    恵寿総合病院   石川県七尾市  
医療法人財団董仙会   富岡町94番地   

平成20年11月1日  

10  イリヨウホウシ●ンタイセイカイ  福岡記念病院   
福岡県福岡市早良区   

医療法人大成会  西新1丁目1番35号   
平成20年11月1日  

トクテイ・りへ●ッィリヨウホウシ◆ンハコケ◆テワタナヘ■ヒ◆ヨウイン   ＝  北海道函館市   

特定・特別医療法人函館渡辺病院  
函館渡辺病院  

湯川町1－31－1   
平成20年11月1日  

トウヘ●ッィリヨウ納リンフウシマコウセイカイ   福島県福島市北沢又字   
特別医療法人福島厚生会  

福島第一病院  
成出16番地の2   

平成20年11月1日  

13  イリヨウホウゾンショウリンカイ   島根県安来市安来町  
医療法人昌林会   

安来第一病院  
899番地1   

平成20年11月26日  

14  トクティ斗ウヘ■ッィリヨウホウゾンゾセンカイ  相澤病院   長野県松本市  
特定・特別医療法人慈泉会   本庄2－5－1   

平成20年12月1日  

田  イリ］ウホウシ●ンシヤダンコウセイカイ  村上記念病院   愛媛県西条市大町  
医療法人社団更生会   739番地   

平成20年12月1日  

ハクシンカイ   16    南部病院   青森県三戸都南部町   
博進会  大字沖田面字干刈36番地2   

平成20年12月1日  

田  イリヨウホウシ●ンシヤク◆ンシセイカイ   福岡県福岡市博多区   
医療法人社団至誠会  

至誠会木村病院  平成21年1月1日  

18  イリ］ウホウシ■ンセキシュウカイ  六日市病院   島根県鹿足郡吉賀町  

医療法人石州会   六日市368番地4   
平成21年1月1日  

イリ］ウホウシ●ンシヤダンセイワカイ   19    西川病院   島根県浜田市港町  
医療法人社団清和会   293－2   

平成21年1月1日  

20  イリ】ウホウゾン アイシ●ンカイ  千船病院  大阪府大阪市西淀川区  
医療法人 愛仁会   高槻病院  ニ丁目2番45号   

平成21年1月1日  

21  イリ］ウホウシ●ン キ］ウワカイ  加納総合病院  大阪府大阪市北区  
医療法人 協和会 北大阪病院  天神橋七丁目5番26号   

平成21年1月1日  

イリヨウホウシーン シンビカイ   22  大阪府大阪市旭区  
医療法人 真美会   中野こども病院   新森四丁目13番17号   平成21年1月1日  

23  イリヨウホウシーン セイチョウカイ  府中病院 ベ 大阪府和泉市肥子町  
医療法人 生長会   ルランド病院   一丁目10番17号   平成21年1月1日  

イリヨウホウシ●ン エイコウカイ   
24  大阪府泉佐野市中町  

医療法人 栄公会   
佐野記念病院  

三丁目4番5号   
平成21年1月1日  

イリヨウホウシ’ン キッコウカイ   25  大阪府大阪市酉区境川  
医療法人 きっこう会   

総A病   一丁目2番31号   平成21年1月1日  

イリヨウホウシ●ン ヘ●力●サス   26  大阪府堺市酉区   
医療法人 ペガサス  

馬場記念病院  
浜寺船尾町東四丁244番地   

平成21年1月1日  

27  イリ］ウホウノン八ケアイカイ  菅間記念病院   
栃木県那須塩原市  

医療法人博愛会   大黒町2番5号   
平成21年1月1日  

28  イリ〕ウホウゾンケンゾンカイ  山元記念病院   
佐賀県伊万里市  

医療法人謙仁会   ニ里町八谷捕13番地5   
平成21年1月1日  

イリヨウホウゾンセンワカイ   29    千代田病院   宮崎県日向市鶴町  
医療法人泉和会   2丁目9番20号   

平成21年1月5日  

イリ］ウホウシ■ンメイワカイ   30  秋田県秋田市南通   
医療法人明和会  

中通総合病院  
みその町3番1－5号   

平成21年2月1日  
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救急医療等確保事業を行う病院及び診療所  

救急医療等確保事業を行わない病院及び診療所  その他の病院 その他の診  

【従前どおりの取扱い：課税】  
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※ 救急医療等確保事業を行っている病院及び診療所については、有料駐車場等を除き、病院及び診療所   
全体を非課税。救急医療等確保事業を行っていない病院及び診療所は非課税措置の対象とならない。   



30・都道府県別病院機能評価認定状況一覧  

平成20年11月30日   

都道府県名  全病院数a  申請病院数b  審査終了数c  認定数d  申請率（b／a）  認定率（d／b）  認定率（d／c）   

北海道   595   147   136   129   24．71％   87．76％   94．85％   

青森県   105   21   20   19   20．00％   90．48％   95．00％   

岩手県   98   30   25   24   30．61％   80．00％   96．00％   

宮城県   146   34   33   32   2329％   9412％   9697％   

秋田県   78   18   15   13   23．08％   72．22％   8667％   

山形県   70   25   23   22   3571％   8800％   9565％   

福島県  145  45   45   35   31．03％   77．78％  7778％   

茨城県   192   39   36   34   2031％   8718％   9444％   

栃木県   113   31   28   26   2743％   8387％   9286％   

群馬県   139   49   48   46   35．25％   93．88％   9583％   

埼玉県   357   ‖3   110   103   3165％   9115％   9364％   
干葉県   286   68   66   57   23 78％   8382％   8636％   

東京都   646   224   217   193   3467％   8616％   8894％   
神奈川県   349   120   112   104   3438％   667％   9286％   
新潟県   137   53   48   43   3869％   8113％   8958％   

富山県   113   27   26   24   2389％   8889％   9231％   

石川県   103   40   39   38   3883％   9500％   9744％   

福井県   77   24   23   23   3117％   9583％  10000％   
山梨県   60   17   16   15   2833％   8824％   9375％   
長野県   137   50   49   48   36．50％   9600％   9796％   

岐阜県   103   38   37   30   3689％   7895％   8108％   

静岡県   185   64   61   59   3459％   9219％   9672％   

愛知県   333   113   110   107   3393％   9469％   9727％   

三重県   108   40   38   37   3704％   9250％   9737％   
滋賀県   60   28   27   25   4667％   8929％   9259％   

京都府   177   65   57   52   3672％   8000％   9123％   

大阪府   541   180   173   164   3327％   9111％   9480％   
兵庫県   353   152   149   129   4306％   8487％   8658％   

奈良県   76   24   24   24   3158％  10000％  10000％   
和歌山県   92   20   19   18   2174％   9000％   9474％   

鳥取県   46   17   17   16   3696％   9412％   9412％   

島根県   57   22   21   20   3860％   9091％   9524％   

岡山県   179   71   65   61   3966％   8592％   9385％   

広島県   255   93   88   82   36 8817％   931錮   

山口県   148   47   45   41   31．76％   87．23％  9111％   
徳島県   119  39  35  34  3277％  8718％  9714％   
香川県   31   30   26   3229％   8387％  8667％   
愛媛県   146   44   40   39   30．14％   8864％   9750％   

高知県   140   41   36   35   2929％   8537％   9722％   

福同県   468   181   176   163   3868％   9006％   9261％   
佐賀県   110   37   37   32   3364％   8649％   8649％   

長崎県   165   47   45   42   2848％   8936％   9333％   

熊本県   217   79   71   69   3641％   8734％   9718％   

大分県   165   50   46   46   3030％   9200％  10000％   
宮崎県   145   38   35   32   2621％   8421％   9143％   

鹿児島県   274   91   88   86   3321％   9451％   97 
沖縄県   94   42   40   36   44．68％   85．71％   9000％   
合 計   8，798   2，869   2，725   2，533   32．61％   88．29％   92．95％   
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※各都道府県の全病院数は、「医療施設動態調査（平成20年8月末概数）」より  

※「認定率（d／b）」は対申請数、「認定率（d／c）」は対審査終了数とした。  

※更新申請数は含めていない。  

指－102  
－324－   



31．開設者別病院機能評価認定証発行病院数  

開設主体  全国病院数  認定病院数   認定率   

厚生労働省   36．4％  

独立行政法人国立病院機構   146   46   31．5％  

国  48   81．3％  

独立行政法人労働者健康福祉機構   34   32   94．1％  

その他の国立   26   1   3．8％   

都道府県   273   158   57．9％  

市町村   729   273   37．4％  

公  92   77．2％  

的  50   61．了％  

厚生連   57   48．3％  

その他の公的医療機関   8   2   25．0％   

全社連   52   39   75．0％  

社  14   6   42．9％  

保  45   30   66．7％  

その他の社保関係団体   100，0％   

公益法人  395   16】   40．8％   

医療法人  5，711   1，339   23．4％   

学校法人  107   51   47．7％   

会 社  69   38   55．1％   

その他の法人  327   91   27．8％   

個 人  490   30   6．1％   

合 計  8，798   2，533   28．8％   

※全国病院数は「医療施設動態調査結果（平成20年8月末概数）」より  

※認定病院数は、平成20年11月30日現在  

指－103   
－325－  



32．医療監視員数  

（平成20年4月1日現在）  

県 職 員  政令市職員及び特別区職員  計  

県 名  保健所   その他  計  本庁  保健所   その他  計  本庁   保健所   

専  専  専  専  専  専   専  専  専  

北 海 道   6  157  163  39  9  39  9   6  196  9  202  9   

青森 県  10  48  58  5  5  10  53  63  

岩 手 県  19  118  137  22  22  19  140  159  

宮 城 県   7  250  257  16  8  16  8  7  266  8  273  8   

秋 田 県   9  153  162  21  21  9  174  183  

山 形 県   7  78  7  71  78  

福 島 県  皿  87  5  98  5  22  22  109  5  120  5   

茨城県   8  236  244  8  236  244  

栃 木 県  15  145  160  26  26  15  171  186  

群 馬 県   4  4  66  了0  4  4  4  68  70  4   

埼玉 県   9  221  230  97  97  9  318  327  

千葉県  17  399  416  7  147  2  156  24  546  2  572  

束京都  25  113  26  138  26  290  49  291  49  26  403  75  429  75   

神奈川県  22  131  153  40  234  274  62  365  427  

新潟 県   7  38  45  16  35  5  51  5  23  73  5  96  5   

富 山 県  皿  98  45  109  45  64  64  162  45  173  45   

石 川 県  18  118  136  22  3  22  3  18  140  3  158  3   

福 井 県  12  87  99  12  87  99  

山 梨 県   8  49  57  8  49  57  

長野 県  10  207  217  44  44  10  251  261  

岐阜県   6  132  17  138  17  15  15  6  14了  1了  153  1了   

静岡 県   9  162  171  91  91  9  253  262  

愛知 県  17  396  413  22  3  84  106  3  39  3  480  519  3   

三重 県   6  33  3  39  3  6  44  3  50  3   

滋賀 県  16  140  156  16  140  156  

京都府  15  228  243  19  80  3  102  34  308  3  345  

大阪府  22  12  327  58  349  70  124  21  21  152  21  29  12  451  79  21  501  91   

兵庫県   7  254  21  261  21  208  2  208  2  7  462  23  469  23   

奈良 県   8  102  110  22  22  8  124  132  

和歌山県  皿  141  152  42  42  183  194  

鳥取県   3  36  39  3  36  39  

島根県   2  126  128  2  126  128  

岡 山 県  10  96  106  54  54  10  150  160  

広島 県   6  176  182  3  67  7  70  9  243  7  252  7   

山 口 県   2  89  91  40  40  2  129  131  

徳島 県  19  92  19  92  111  

香川 県  13  68  81  10  10  13  78  91  

愛媛 県   8  103  20  20  8  123  131  

高知 県  12  86  98  14  14  12  100  112  

福岡 県   7  228  235  14  127  141  21  355  376  

佐 賀 県  皿  143  157  143  3  157  

長崎県  14  80  94  80  5  7  87  5  14  160  6  7  181  6   

熊本 県   5  156  161  15  15  171  176  

大分県   9  195  204  26  26  9  221  230  

宮崎県   5  200  25  205  25  44  44  5  244  25  249  25   

鹿児島県   5  181  186  22  7  22  7   203  7  208  7   

沖縄県   4  4  97  101  4  4  4  97  101  4   

合 計  487  2D 6．859 201    3  7．349  221  129  3  2，280  116  33  2．442  119  616  23  9．139  317  36  9．791  340   
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（注）「専」は、専任の医療監視員の再掲である。  

rその他」は、保健センター、衛生試験所、環境センター等である。  

指－104  
－326－  



33．平成19年度立入検査結果（概要）  

（1） 目 的  
医療法（昭和23年法律第205号）第25条第1項の規定に基づく立入   

検査により、病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備   

を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、   

病院を良質、かつ、適切な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的   

とする。  

（2） 実施状況  
対象病院（8．726病院）について、都道府県等において概ね年1回実施   

している。（実施率：94．8％）  

（3） 立入検査結果（全体）  

（％）  

こ 項 目   小  項  目   今年度遵守率  前年度遵守率   

療従事者数  医 師 
数  86．6  85．0  

看護師数  98．8  98．5  

／／  薬剤師数  92．8  91．9  

理  病室の定員遵守  97．7  97．2  

／／  職員の健康管理  87．0  84．8  

票一記録  院内掲示  97．3  96．8  

／／  診療の諸記録整理保管  93．0  92．4  

務委託  感染性廃棄物処理  95．9  94．8  

火・防災体制   防災危害防止対策   97．9  97、1  

射線管理   通報連絡網整備   99．2  99．0  

指－105  

－327－   
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34．アスベスト使用実態調査  

平成2 0年9 月11日  
厚生労働省医政局指導課   

病院における吹付けアスベスト等使用実態調査報告について  t
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 Ⅰ．趣旨   

「病院における吹付けアスベスト（石綿）対策の徹底及び使用実態調査の実施について」（平   

成20年5月1日付医政発第0501015号）等に基づき、調査対象病院について、都道府県等より   
報告のあったものについて集計したもの。   

Ⅱ．調査対象建材  

平成8年度以前に竣工（改修工事を含む。）した建築物に任用されている、吹付けアスベスト、・   

吹付けロックウール、吹付けひる石、折板裏打ちアスベスト断熱材等   

Ⅲ．報告の結果  
1． 調査対象病院数7，564に対し、アスベストの使用状況の有無が判明したと報告のあっ  

た病院数は、6，328（調査対象病院数に対する割合83．7％）である。  
また、分析調査中と報告のあった病院数は1，07十（調査対象病院数に対する割合14．  

2％）である。  
（注1）アスベスト使用状況の有無が判明した病院及び分析調査中の病院の合計は7．399  

であり、回答割合は97．8％。  

2．アスベストの有無が判明した回答病院数のうち  6，328（100．0％）   

① 吹付けアスベスト等がある場所を有する病院  1，335（21・1％）   

② ①のうち、除去等の措置済み状態にある病院  660（10・4％）  

③ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、   

ぱく露のおそれのない場所を有する病院  

④ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、   
ばく露のおそれのある場所を有する病院  

566（8．9％）   

109（1．了％）  

33（0．5％）  

28   

5  

76（1．2％）  

49  

27  

⑤ ④のうち、日常利用する場所を有する病院  

〔  

うち 措置予定  

措置未定  

の  外
 
 

以
 
 

所
 
 

場
 
 

る
 
 

す
 
 

l
用
 
調
 
 

常
 
 

⑥ ④のうち、日  

〔   

うち 措置予定  

措置未定  

（注2）「除去等の措置済み」とは、除去、封じ込め、囲い込みのいずれかの措置をとった場所  

のみを有する病院数を計上。  

「措置予定」とは、工事中及び具体的な工事日程が決まっている場所を有する病院数を  

計上。（工事日程が決まっているか否かに関わらず、該当場所の利用を停止し封鎖してい  

る場合は「措置予定」とする。）  

「措置未定」とは、エ事日程が決まっていない場所を有する病院数を計上。（工事日程  

は未定だが、立入禁止、防塵マスク着用等のばく霞を回避する対策を実施している場合を  

含む。）  

なお、1つの施設で「措置済み」「措置予定」「措置未定」の場所が混在する場合は「措  

置予定」に計上。  
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病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査報告について  

記（②）のうち、措置済状態ではないも  

吹付けアスベスト  
吹付けアスベスト （石がる   く石綿）等がある  

区 分   

全病院数  調査対象  回答病院数   綿）等あ    場所を有する病   病院数  
く露のおそれがな  

（③）   

い場所を有する病  
院数（（参）   数（⑤）   

8，754   7，564  
6．328   4，993   1，335   660   566   109   1，071  

病 院  （100．0％）   （78．9％）  （21．1％）  （10．4％）   （8．9％）   （1．7％）  

く100．0％〉  く8．7％〉   く7－5％〉   く14．2％〉  

【注記事項】  

※1・「全病院数」とは、各都道府県が把握している病院並びに国立高度専門医癌センター、国立ハンセン病療養所及び国立病院機構の病院の合計を  
いい、国立大学法人の病院は含まない数をいう。  

※2．「調査対象病院数」とは、「全病院数」のうち平成8年度以前に竣エ（改修工事を含む。）した病院数をいう。  

※3・「回答病院数」とは、「調査対象病院数」のうち調査報告のあった病院数をいう。（分析調査中と回答があったものを除く。）未回答病院数は165で  
ある。  

※4．①欄には、吹付けアスベスト（石綿）等が使用されている場所を有していない病院数を記入。  

※5．②欄には、吹付けアスベスト（石綿）等が使用されている場所を有する病院数を記入。  

※6．③欄には、②に示すもののうち、吹付けアスベスト（石綿）等の「除去」、「封じ込め状態」又は「囲い込み状態」等の措置を行った状態（以下「措置済  
状態」という。）にある場所を有する病院数を記入。  

※7・④欄には、②に示すもののうち、「措置済状態」ではないが、吹付けアスベスト（石綿）等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露  
のおそれがない場所を有する病院数を記入。  

※8・⑤欄には、②に示すもののうち、「措置済状態」ではなく、吹付けアスベスト（石綿）等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露の  
おそれがある場所を有する病院数を記入。（立入禁止等のぼく露を回避する対策を実施している場合を含む。）  

※9．ばく露のおそれがある病院としてあげられるものの中には、患者や職員が日常利用しない場所も含まれている。  

※10．（ ％）は回答病院数に対する率、〈  ％〉は調査対象病院数に対する率を計上。   
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病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査  

【都道府県別】  

左記（②）のうち、措置済状態ではないもの  

アスベスト （石緒）等  

がい   
なも   

（⑤）  分析調査中  
都道府県別  全病院数  現査対象病院  致  回答病院数  の病院数  

（あ）  

⑤－1日常利用する場所  ⑤－2その他の場所  
⑤－0  

病院数  病院数  病院数  病院数   病院数                 〔・‾：－■  措置予定  未定  窟院致  措置予定  未定   

北海道   591   502   438  355  83  41  37   5   2   2   D   3   2   64   

青森県   100   87   61  39  22  10  0   0   0   0   8   

岩手県   94   83   60  48  12   2  1D   0   0   0   0   0   0   0   23   

宮城県   140   1D5   91  64  27  14  1D   3   0   2   2   0   14   

秋田県   76   72   72  47  25  3   5   0   0   0   5   3   2   0   

山形県   67   49   39  29  10   5   4   0   0   0   0   1D   

福島県   142   133   106  72  34  19  1D   5   2   3   0   3   27   

茨城県   188   167   130  1D2  28  16  10   2   0   0   29   

栃木県   ‖1   95   81  70  4   5   2   0   0   14   

群馬県   134   113   9B  88  10   3   0   0   0   0   0   0   0   15   

埼玉県   357   307   257  199  58  36  17   5   4   3   0   48   

千葉県   272   23ヰ   199  162  37  16  18   3   0   2   2   D   35   

東京都   628   480   375  277  98  36  52  10   0   0   0  10   2   8   77   

神奈川県   340   283   219  178  4l  17  17   7   0   6   4   2   6ヰ   

新患県   132   100   8D  67  13   6   7   0   0   0   0   O 0   D   20   

富山県   110   82   65  56   9   3   5   0   0   0   0   

石川県   98   84   66  39  27  10  14   3   D   2   18   

福井県   78   59   47  36  3   8   0   0   0   0   0   0   0   12   

山梨県   58   44   36  3D   6   2   4   0   0   0   0   0   0   0   8   

長野県   131   115   85  57  28  13  1D   5   0   0   0   5   5   0   30   

岐旦県   1Dl   93   83  65  18  10   4   4   0   3   2   10   

静岡県   178   142   80  3l  19  0   0   0   0   15   

愛知県   328   267   230  172  58  30  24   4   0   3   2   37   

＝重県   104   91   80  63  17   5   8   4   0   3   3   0   

滋賀県   57   57   52  43   9   3   4   2   0   0   0   2   5   

170   148   114  76  38  12  26   0   0   0   0   0   0   0   34   

大阪府   537   486   408  318  90  41  43   6   0   5   4   66   

丘庫県   347   34l   295  243  52  19  33   0   0   0   0   0   0   0   46   

奈良県   74   63   44  33  ‖   5   5   0   0   0   0   8   

和歌山県   90   76   67  57  10   8   2   0   D   0   0   0   0   0   9   

鳥取県   42   29   23  19   4   2   2   0   d   0   0   0   0   0   6   

55   43   42  36   6   3   2   0   0   

岡山県   173   164   133  106  27  20   4   3   0   0   0   3   3   0   17   

広島県   248   213   168  134  34  13  18   3   0   2   2   0   45   

山口県   145   132   123  106  17   5  12   0   0   0   0   0   0   0   9   

夜烏県   117   1DO   85  72  13   5   8   0   0   D   0   0   0   0   15   

香川県   92   82   63  56   7   5   2   0   0   0   0   0   0   0   19   

143   137   118  98  2【I   9   9   2   0   0   19   

高知県   138   113   94  84  10   3   7   0   0   0   0   0   0   0   19   

463   408   320  266  54  30  23   0   0   0   0   47   

佐賀県   105   82   71  58  13   6   8   0   0   0   0   9   

161   161   川9  124  25  12  12   0   0   0   0   12   

熊本県   213   194   180  155  25  17   6   2   0   0   14   

大分県   160   142   124  1D4  20  10  10   0   0   0   0   0   0   0   18   

14l   113   97  84  13   5   7   0   0   0   0   16   

鹿児島県   269   252   218  200  18   6  12   0   0   0   0   0   0   0   34   

沖縄県   89   74   6ヰ  50  7   6   0   0   0   0   3   

小 計   8587   739－  6161  4917  1244  585  562  97  23  18   5  74  47  2了  1071   
国立高氏書円医療センター   8   8   8   6   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

毘立ハンセン病ま暮所   13   13   13  10   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   

独立行政孟人国立病床機傭   146   146   146  60  86  71   3  12  10  10   0   2   2   0   0   

小 計   16了   167   167  76  91  75   4  12  10  10   0   2   2   0   0   

合 計   8754   7564  6328  4993  1335  660  566  109  33  28   5  76  49  27  1071   

指－108  
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病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査  

【開設者別】  

】査対 
院 

厚生労働省   22  

法務省   6  

宮内庁   

防衛省   17  

独立行政法人   195  

都道府県   259  

市町村   733  

日赤   93  

済生会   79  

厚生連   118  

北社協   6  

全社連   48  

厚生団   6  

船員集塵会  3  

海員液済会  6  

国共連   34  

地共連   10  

私学事業団   6  

健保連   15  

国保連   4  

公益法人   397  

医療法人   5716  

社福法人   193  

その他の法人   144  

生協組合   86  

会社   60  

個人   49了  

合 計   8754  

左記（②）のうち、措置漬状態ではないもの  
アスベスト  
（石綿）等  

去等措置  

がないも の   
（⑤）  分析調査中  

象病 致  回答病院  
唱））  

の病院数  

⑤－1日鴬利用する場所  ⑤－2その他の場所  
⑤－0  

病院数  病院数  病院数  病院数   病院数               病院数  措置予定  未定  病院数  措置予定  未定   

22   22  6   4   2   0   D   0   0   0   0   0   0   

5   4   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

16   12   8   4   0   0   0   0   0   0   0   2   

189   181  88  93  74  7  12  10  10   0   2   2   0   7   

221   160  106  54  23  25   6   0   5   2   3   60   

628   487  351  136  80  41  4   4   0  6   5   129   

84   71 54 17 7   9   D   0   0   0   13   

67   55  4【l   2   3   2   0   0   0   2   

94   80  49  31  20   8   3   0   0   0   3   2   14   

3   3   2   0   0   D   0   0   0   0   0   0   

39   32  22  10  10   0   0   0   0   0   0   0   0   7   

5   3   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2   

2   0   0   0   0   0   0  0   0   0   

4   2   0   0   0   0   0   0   0   0   2   

30   20  1D  10   3   5   2   0   0   0   2   10   

8   5   4   0   0   D   0   0   0   0   0   3   

4   2   0   0   0   0   0   0   0   D   2   

13   10   6   4   3   D   0   0   0   0   0   0   3   

4   4   4   0   0   0   0   D   0   0   0   0   0   0   

341   276  206  70  39  24   7   2   5   4   52   

4929  4195  3479  716  308  359  49  12   9   3  37  24  13   629   

158   128  95  33  16  13   4   2   2   0   2   2   0   26   

120   88  52  36  】4  17   5   0   0   0   5   3   2   30   

68   51  31  20  8   0   0   D   0   15   

53   44  3Z  12   6   6   0   0   0   0   0   0   0   9   

458   391  325  66  32  32   2   0   0   0   2   2   0   43   

7564  6328  4993  1335  660  566  109  33  28   5  76  49  27  1071   

指－109  
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35．補助事業等の適正な執行について   

（関係条文）  
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○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律  （昭和三十年法律第百   

七十九号）（抜粋）  

（補助金等の交付の決定）  

第六条 各省各庁の長は、禰助金等の交付の申請があったときは、草該申   

請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申   

請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないか   

どうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定   

に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたと   

きは、すみやかに補助金等の交付の決定（契約の承諾の決定を含む。以   

下同じ。）をしなければならない。  

2～4 （略）  

（補助金等の交付の条件）  

第七条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法   

令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があると   

きは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。   

－～五 （略）  

2 （略）  

3 前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が   

法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件   

を附することを妨げるものではない。  

4 （略）  

（補助金等の額の確定等）  

第十五条 各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等   

の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要   

に応じて行う現地調査割こより、その報告に係る補助事業等の成果が神   

助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものである   

かどうかを調奪し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額   

を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。  

（是正のための措置）  
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第十六条 各省各庁の長は、墜卿係る補助事業等   
の成果の報告を受けた場合において、その報告にノ係る補助事業等の成果   
嚇認   

やると号は、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をと   
るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。  

2 （略）   

（財産の処分の制限）  

第二十二条 神郷   

脚チタいで、補助金等   

担秀付甲目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に   
供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。   

（立入検査等）  

第二十三条 各省各庁の長は、補助金等に係る予算卿   

た捌酢引こ対し   

て報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等をこ立ち入り、帳簿  

室琴そ瑚でき   

旦。  

2・3 （略）   

（事務の実施）  

第二十六条 （略）  

2 国は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一   
部を都道府県が行うこととすることができる。  

3 前項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法（昭   
和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定   

受託事務とする。  

指－111  
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総務省行政評価局及び会計検査院からの指摘事項等一，覧  

事業名   指摘事項等   

○ 救急医療情報システムの利用が低調  

救急医療情報セン  
〈指摘事項〉  

ター運営事業  
・これまでの利用実績を踏まえた補助申請を行っていない。  
■ これまでの利用実績や今後の利用見込等についてチェックする事が必要と  

考えられるが、十分に行われていない。   

○ 広域災害・救急医療情報システム専用端末65台のうち16台の利用が低調  
〈指摘事項〉  

救急医療情報セン  
・既存端末機の利用可能性の検討を踏まえた補助申請を行っていない。  

ター運営事業  
・新たな専用端末機の必要性、既存端末機の利用見込等の利用計画等につ  
いてチェックする事が必要と考えられるが、十分に行われていない。   

○ 平成14年から平成16年の3年間において補助金算出の基礎となる診療日数  

小児救急医療支援  
の算定を誤り、補助金を過大交付  

事業  
〈指摘事項〉  

・祝日の診療日数について、夜間当番しか行っていないが、昼間の分もカウ  
ン卜し、診療日数を1日とすべきところ2日とするなど、算定方法を誤っている。   

○ 補助対象外の経費（講師御車代、役職員旅責等）に補助金を過大交付  
○ 県が実施主体であるにもかかわらず県職員に対して謝金を支払っている。ま  

第二次救急医療施          た、委託先の講師謝金単価が県の講師謝金単価よりも高額となっている。   
設勤務医師研修事  く指摘事項〉   

業   ・補助対象外の経費に対し、補助金が交付されている。  
t 委託した事業（研修事業）の講師を県職員が努める場合の謝金について、  
支払いの必要性及び金額の妥当性の検討が十分に行われていない。   

○ 患者輸送用自動車の利用の低調であるほか、目的外使用も行われている  
〈指摘事項〉  

救急救命士養成所  
・臨床実習用の救急車により実際に救急車を走行させて行うこととしている  

初度設備整備事業  
が、利用状況が低調である。  
・救急実習以外の目的でも使用している。   

○ドクターカーの運転手の経費の確保に係る経費の算定が不適切  
く指摘事項〉  

救命救急センター  ・ドクターカーの運転手の確保に係る経費の算定において、稼働実態が十分   
運営事業   反映されたものとなっていない。  

・補助対象経費の算出が過大（給与費から控除すべき往診手当等の計上、  
兼任職員に係る按分率の計算誤り等）   

○ 補助金選定縫について、基準績と差引事業貴とを比較し少ない嶺を選定する  
ところ、額の多い方を選定  

救命救急センター         〈指摘事項〉   

運営事業   t 補助金の算定方法を十分理解していない。（補助金の算定に用いる選定嶺  
は、基準額と差引事業責を比較して少ない額の方を選定額とすべきところ、額  
の多い方を選定額としていた。）   

○ 情報センター以外の業務を兼務している者の人件責を全額補助対象経費とし  
て算出したため、平成17年度分の補助金を過大交付  

救急医療情報セン  

ター運営事業  
・兼務者の人件費は業務量に応じて按分する必要があるということを十分理  
解していない。   
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指摘事項等  

○ 補助事業により取得した不動産について、厚生労働大臣の承認を得ずに、抵当  
権及び根抵当権を設定  

〈指摘事項〉   

・補助事業者において、法令を十分理解していない。（補助事業により取得し   
た不動産については、厚生労働大臣の承認を受けなければ担保に供してはな  
らない。）  

病院群輪番制病院  
及び共同利用型病  
院施設整備事業  

○ 補助対象経費（委託費）の支出を裏付ける証拠書類が残されていない  
〈指摘事項〉   

・自治体と委託業者との契約において、委託事業者に関する実績報告書及び   
経理書類その他必要と認める書類を提出することとなっており、関係書類を5  
年間保存することとなっている。  

小児救急地域医師  
研修事業  

○ 補助金により整備した設備について、適切な管理を行うために必要な管理台帳  
を作成していない  

〈指摘事項〉   

・自治体の定める規則において、公有財産の管理に関して、必要事項（公奄  
財産の種類及び種目、得喪及び変更の年月日並びにその原因など）を記載し  
た財産管理台帳を備えて管理することを定めている。  

休日夜間急患セン  

ター設備整備事業  

○ 工事を分割契約した方が安価な契約となる  
〈指摘事項〉   

t 増築工事に係る経費と既存部分の改築工事に係る経費について、一括発注   
方式による契約よりも分割方式による契約が安価な契約になるというもので、  
どちらの工事責が安価となるか十分検討されていない。  

救急救命士養成所 施設整備事業  

○ 医療施設運営費等補助金（へき地中核病院運営事業分）が過大に交付されて   
いるもの   

〈指摘事項〉   

・へき地診療所へ医師を派遣し、医師派遣に必要な経費を徴収していたにも  
かかわらず、これを総収入額に含めていないため、国庫補助金が過大に交付  
されている。  

へき地中核病院運 営事業  

○ 救急医療施設運営費等補助金の算定が適切に行われていない  

〈指摘事項〉   

・在宅当番医制事業とは直接の関係がない会議費、受託者内部の研修会費  
及び医学図書の購入責等を対象経費として計上されている。   
・在宅当番医制とは異なる方法で初期救急医療を確保していたものの、当番  
日調整及び当番医実施等の事業を実施したものとして事業に要した経費の一  
部を対象経費として計上されている。  

在宅当番医制事業  

○ 医療施設運営費等補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大と  
なっていたもの  

〈指摘事項〉   

・総事業費に施設整備に要した借入資金に係る借入利息を計上している。   
・総事業費及び実支出続lこ退職時に救命救急センターに在籍していた職員  
に対して支払った退職金の額をそのまま計上している。   
・国庫補助金の交付を受けて整備した建物等の資産について国庫補助金相  
当分を控除せずに減価償却費を計上している。  

救命救急センター  

運営事業  
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事業名   指摘事項等   

○ 医療施設運営費等補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大と  
なっていたもの  

救命救急センター         〈指摘事項〉   

運営事業   ・総事業費に看護師寮に係る賃借料を運営経費として計上しているのに、看  
護師から徴収した宿舎責を収入額に含めていないため、国庫補助金が過大  
に交付されている。   

○ 医療施設運営責等補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大と  
なっていたもの  

救命救急センター         〈指摘事項〉   

運営事業   ・総事業費に薬品費等や看護師等の給与を過大に計上している。また、手術  
料及び麻酔料等の診療収入を収入額に計上していないため、国庫補助金が  
過大に交付されている。   

○ 医療施設運営責等補助金の経矧こおいて、補助対象事業真の精算が過大と  
病院群輪番制病院      なっていたもの   

及び共同利用型病  く指摘事項〉   

院施設整備事業   ■ 実支出額の算出に当たり、医師の待機責を過大に計上しているため、国庫  
補助金が過大に交付されている。   

○ 医療施設等施設整備費補助金等の経理において、仕入税額控除した消費税  
に係る補助金を返還していないもの  

く指摘事項〉  

看護師等養成所施  ・国庫補助基本額に含まれる消責税額を課税仕入れに係るものとして控除し   
設整備   た場合、事業主体は補助事業で取得した施設等に係る消費税額を実質的に  

負担していないこととなる。この場合、補助金に係る消費税仕入控除税額が確  
定したときには、その金額を幸艮告して返還する措置を執っておらず不当と認め  
られる＜   

○ 医療施設等施設整備費補助金等の経理において、仕入税額控除した消責税  
に係る補助金を返還していないもの  

〈指摘事項〉  

医療施設近代化施  ・国庫補助基本額に含まれる消費税額を課税仕入れに係るものとして控除し   
設整備事業   た場合、事業主体は補助事業で取得した施設等に係る消費税額を実質的に  

負担していないこととなる。この場合、補助金に係る消費税仕入控除税額が確  
定したときには、その金額を報告して返還する措置を執っておらず不当と認め  
られる。   

○医療施．設近代化施設整備事業による電子カルテ等の整備に当たり、同システ  
ムが稼働しておらず事業の一部が実施されていないもの  

医療施設近代化施        〈指摘内容〉   

設整備事業   ・電子カルテシステムの整備については、一部システムが未稼働のまま、シス  
テム機器すべてが撤去されることになっており、事業の一部が実施されておら  
ず、これにかかる国庫補助が不当と認められる。   
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厚生労働省医政局指導課所管補助金に関するQ＆A  

補助金名   事業区分   質問等   回答   備考   

医療施設運営費等  地域医療確保支援  学生への修学資金は補助対象経費として認め  貸付金については補助対象経費として認められ  

補助金   モデル事業   

られるか。   
ませんが、都道府県については特別地方交付  

税措置が講じられていますので活用してくださ   

い。  

医療施設運営貴等  地域医療確保支援  寄附講座の開設費用は補助対象経費として認  寄附金については、委託又は補助として整理し  
補助金   モデル事業   められるか。   ていただければ、補助の対象とすることは可能  

と考えます。   
医療施設運営費等  へき地診療所等医  非常勤医師に対する手当も補助の対象となる  事業主体である施設に雇用されている医師に  
補助金   師支援事業   か。   対する手当であれば補助の対象となります。   
医療施設運営費等  へき地診療所等医  都道府県の負担割合が定められていないが、  へき地診療所運営費と同様、都道府県の持ち  

補助金   師支援事業   都道府県の持ち出しがない場合でも補助の対  
象となるか。   

医療提供体制推進  医師派遣等推進事  医療対策協議会が関与しない医師派遣につい  医療対策協議会が関与しない医師派遣であっ  
事業費補助金   業   ても補助の対象となるか。   ても、医師派遣を決定する団体等と医療対策協  

議会との関係を整理することにより補助対象と  
することは可能と考えます。  
また、地域医療確保支援モデル事業の活用も  
可能な場合があります。   

医療提供体制推進  医師派遣等推進事  都道府県の負担割合が1／4以内とされている  負担割合については、多くの要望があったこと  
事業責補助金   業   が、都道府県の持ち出しがない場合でも補助の  から、国が負担する1／2以外について、都道  

対象となるか。   府県、事業者の間で調整を可能としたものなの  
で、都道府県の持ち出しがない場合でも補助の  
対象となります。   

医療提供体制推進  小児初期救急セン  終日・終夜の体制を確保するのは困難であるた  極端に短い時間帯に限って実施するのでなけ  
事業費補助金   ター運営事業   め、可能な限りの時間帯で実施する場合（例え  

ば、毎休日3時間、毎夜間4時間など）でも補助  
の対象となるか。   

医療提供体制推進  管制塔救急医療機  管制塔機能を担う病院を複数の病院の輪番とし  そのような場合には補助の対象とはなりませ  
事業費補助金   関等運営事業   ても良いか。   ん。  
医療提供体制推進  救命救急センター運  平成20年度までは国庫補助を受けていなかっ  ≡可能です。従来予算の関係で国庫補助を受け  
事業費補助金   営事業   た救命救急センターについて、平成21年度から  られていなかった救命救急センターについても  

国庫補助を受けることは可能か。   平成21年度からは国庫補助を受けることがで  
きることとしています。   

医療提供体制推進  救急勤務医支援事  
事業費補助金  業   が、都道府県の持ち出しがない場合でも補助の  から、国が負担する1／3以外について、都道  

対象となるか。   府県、市町村、事業者の問で調整を可能とした  
ものなので、都道府県の持ち出しがない場合で  
も補助の対象となります。  

－
∽
∽
」
－
 
 

茹
－
〓
∽
 
 



補助金名   事業区分   質問等   回答   備考   

医療提供体制推進  救急勤務医支援事  補助の対象となる手当の創設時期はいつから  平成21年4月1日（又は平成21年度予算成立  
事業費補助金   業   か。   日）以降に就業規則等の改正を行い創設（増  

額）したものであれば補助の対象となります。   
医療提供体制推進  救急勤務医支援事  オンコール手当などの待機手当についても補助  待機手当は補助の対象外となります。  
事業費補助金   業   の対象となるか。   
医療提供体制推進  救急勤務医支援事  非常勤医師に対する手当も補助の対象となる  事業主体である施設に雇用されている医師に  
事業費補助金   業   か。   対する手当であれば補助の対象となります。   
医療提供体制推進  救急勤務医支援事  手当の金額設定の考え方は、1日当たりなの  1回の勤務当たりです。つまり、診療人数等に  
事業費補助金   業   か、1回の診療当たりなのか。   応じて基準額が変動することはありません（診  

療人数等に応じて支給される手当であっても、  
対象経費として計上することは構いません。）。   

医療提供体制推進  救急勤務医支援事  救急告示を受けている医療機関において、認定  補助の対象となるには医療計画における位置  
事業費補助金   業   を受けている診療科以外も手当支給実績があ  付けが必要（告示の有無は問いません）です。  

れば補助の対象となるか。   診療科にかかわらず、実際の救急対応を行って  
いれば補助の対象となります。   

医療提供体制推進  救急勤務医支援事  既存の当直手当などを廃止して、救急勤務医手  既存の手当の単価を超える部分については、  
事業費補助金   業   当に切り替えて手当制度を創設した場合も補助  

の対象となるか。   
医療提供体制推進  救急勤務医支援事  
事業費補助金  業   が、市町村が負担する場合の補助金交付ス  ず、国から都道府県及び市町村を経由して医療  

キームはどのようなものを想定しているのか。  機関（都道府県立、市町村立を除く。）に交付さ  
れることとなります。   

医療提供体制推進  救急勤務医支援事  国立病院機構、国立大学法人などへは、国から  医療法上、救急医療を含めた地域医療の確保  
事業費補助金   業   直接交付するのが良いと思うが、あくまでも都道  は都道府県の責務であり、国はその支援を行う  

府県を経由した補助を原則するのか。   立場であるので、都道府県を経由して補助を行  
うことを原則とします。   
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